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序文

本報告書は、2009 年より国際協力機構（JICA）と政策研究大学院大学（GRIPS）開発フォーラム

が共同で取り組んできた日本とエチオピアの二国間産業政策対話のうち、2017 年 2 月～ 2023 年

3 月にかけて実施されたフェーズ 3 の活動概要をまとめたものである。なおフェーズ 3 では、産

業政策対話は JICA 技術協力事業「エチオピア国産業振興プロジェクト」の 3 コンポーネントの 1
つに位置づけられた。他の 2 つのコンポーネントは、投資促進・工業団地開発と輸出振興である。

この 2 案件は、産業政策対話フェーズ 2（2012 年 1 月～ 2015 年 10 月）の間に小規模な試みとし

て始まり、技術協力事業へと発展したものである。

産業政策対話の目的は、エチオピア政府の産業政策の立案と実施能力の向上である。フェーズ

3 では、まずハイレマリアム前首相のもとで策定された第二次五ヵ年開発計画（Second Growth 
and Transformation Plan: GTP II、2015/16 ～ 2019/20）の実施支援および次期五ヵ年計画へのイン

プットを行った。その後、2018 年 4 月に成立したアビイ政権のもとで、GTP II に代わる開発計画

文書として Homegrown Economic Reform Agenda（HERA、2019 年 9 月公表）、10 ヵ年展望計画 1

（Ten Year Perspective Development Plan: A Pathway to Prosperity 2021-2030、2021 年 3 月に議会

承認）が打ち出された。さらに 2022 年には、産業政策の改定が 20 年ぶりに行われたほか、全国工

業運動の開始や新たな省庁間政策調整の導入といった動きがあり、産業政策対話ではこれらの企

画や文書のレビューおよび関連政策実施のための知的インプットを行った。加えて、先方のニー

ズを検討し日系企業の関心をふまえたうえで、工業団地政策、FDI 誘致政策、自動車政策等の個別

課題についても掘り下げた分析と政策提言を行った。このように、政策対話の内容とモダリティ

はエチオピア政府の関心や政策運営スタイルの変更をふまえた修正が常になされてきた。こうし

た機動性や柔軟性は、相手国とインタラクティブな対話を行っていくうえで不可欠である。

フェーズ 3 は、新型コロナウイルスの世界的まん延およびエチオピア政治の不安定化によって

大きな影響を受けた。2020 年初めから 2022 年初めまでの 2 年間の活動は渡航制約のもとで実施

せざるを得なかったが、その間、リモート会議やウェビナーを通じた協議や発信、およびエチオ

ピアを含む 3 ヵ国の研究者との連携による縫製産業の国際比較調査に取り組んだ。さらには、エ

チオピア政府のシンクタンクである政策研究インスティテュート（PSI）との共同研究を実施し、

現地研究者の強い熱意と協力に支えられて、同国初の「エチオピア生産性レポート」と「エチオピ

ア FDI 政策レポート」の 2 つの政策研究レポートを刊行することができた。

フェーズ 3 で扱ったテーマや論点・提言の詳細については、別に作成した英文報告書のメイン

レポートと資料編を参照されたい 2。本報告書が日本とエチオピアの産業政策対話の内容や手法、

および同時進行した日本の対エチオピア産業協力諸案件について関心ある方々の理解を深め、よ

り広くはアフリカに対する日本の産業協力のあり方を考える一助になれば幸いである。なお産業

1 本計画文書の英文名については、エチオピア政府やドナーの間で表記ゆれがあるため（Perspective 
Development Plan, Development Perspective Plan, Development Plan）、本報告書においては「10 ヵ年展望計画」

に統一する。
2 Ethiopia Industrial Promotion Project (Industrial Policy Dialogue) <Main Report> お よ び Collection of Major 

Policy Recommendations, JICA and GRIPS, June 2023.
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政策対話フェーズ 1、2 の和文概要報告書や関連資料も、我々のウェブサイトからダウンロード可

能である 3。

＊＊＊＊＊

産業政策対話フェーズ3の協議に参加した日本側チームのメンバーは以下の通り（肩書は当時の

もの）。

 ・　JICA：富吉賢一（理事）

 ・　 JICA産業開発・公共政策部／経済開発部（2020年4月より）：中村俊之（部長）、河西裕之（審

議役）、村上博信（次長）、片井啓司（課長）、森畑真吾（課長）、石亀敬治（課長）、石塚賢司（課

長補佐）、向井直人（専任参事）、関千種（専門嘱託）、上原実彩子（特別嘱託）、苅込里佳（特別

嘱託）

 ・　 JICAエチオピア事務所：神公明（所長）、山田健（所長）、晋川眞（所長）、森原克樹（所長）、

田中宏幸（次長）、松山剛士（次長）、広瀬恵美（次長）、福田佳奈（所員）、菊間祥人（所員）、若

井将貴（所員）、渡久地舞（所員）、石立郁美（所員）、栗田恵美（企画調査員）、天谷浩之（企

画調査員）、黒坂佐紀子（企画調査員）、Fekadu Nigussie Deresse（ナショナル・スタッフ）、

Gebeyehu Tsuji（ナショナル・スタッフ）

 ・　JICA国際協力専門員：本間徹

 ・　 GRIPS開発フォーラム：大野健一（教授）、大野泉（教授）、原洋之介（教授、2018年10月～

2020年 8月）、上江洲佐代子（研究員、2019年 5月～）長嶌朱美（専門職、2019年 3月まで）、

飯塚美恵子（専門職）

このほかにも、「産業振興プロジェクト」の投資促進・工業団地開発および輸出振興の各チーム、

JICA「企業の成長を目的としたビジネス・ディベロップメント・サービス強化プロジェクト」の

江口秀夫専門家（チーフアドバイザー）および不破直伸専門家、JETRO アジスアベバ事務所の関

隆夫所長、中山泰弘所長（2022 年 9 月～）、UNIDO の Tadesse Dadi Segni 氏（Regional Advisor）
には大変お世話になった。またハンドホールディング支援において、菊地隆男（ユニコ・インター

ナショナル）、金井宣夫、伊藤征雄（日本開発サービス）諸氏が委嘱専門家として GRIPS チームに

参加した。

3 フェーズ1・2の和文報告は以下から入手可能である。

 https://gdforum.sakura.ne.jp/ja/pdf12/JICA&GDFReport_Ethiopia_phase1/2011_ETReport_J.pdf
 https://gdforum.sakura.ne.jp/ja/pdf17/JICA_phaseII/ETreport_phase2_J.pdf
 産業政策対話に関連して作成されたその他の報告書については、以下を参照されたい。

 https://gdforum.sakura.ne.jp/ja/newpage2008/publications.htm#JICAreport2
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第1章　エチオピア国への産業政策対話の概要

1.1　背景と目的

エチオピアのメレス・ゼナウイ首相は、開発志向で東アジアの経験に強い関心をもつ人であった。彼

は、日本政府が世界銀行や国際連合（UN）、国連開発計画（UNDP）と共同で 2008 年 5 月に開催した第

4 回アフリカ開発会議（The Fourth Tokyo International Conference on African Development: TICAD IV）

で来日した際、国際協力機構（JICA）が主催した「アフリカ開発とアジアの成長経験」シンポジウムに

参加した。その数ヵ月後の 2008 年 7 月に、JICA が支援するコロンビア大学スティグリッツ教授主宰の

「政策対話イニシアティブ（Initiative for Policy Dialogue: IPD）」による「IPD アフリカ・タスクフォース

会合」がアジスアベバで開かれた。これに丸二日参加したメレス首相は、政策研究大学院大学（GRIPS）
開発フォーラムの研究者が発表した東アジア的発想にもとづく工業化や、同フォーラムが編纂した日

英援助連携報告書所収の JICA によるチュニジアでの品質・生産性向上支援に強い関心をもち、この会

合の直後、日本政府に対し、東アジア経験をふまえた産業政策対話と知的支援および企業の品質・生産

性向上支援（カイゼン・プロジェクト）の 2 つの協力への要請をだした。前者については、メレス首相

は GRIPS 開発フォーラムの研究者を指名して、自由かつオープンなアイデアの交流を要望した。 
これをうけて、JICA と GRIPS 開発フォーラムは 2008 年内に数次の予備調査を行った。そして 2009

年 6 月から正式に、約 2 年間にわたる JICA による対エチオピア産業開発支援が実施された。GRIPS 
開発フォーラムは、要請された 2 コンポーネントのうち前者の日本側パートナーとして、8 回の政策

対話の実施、東アジア経験をふまえた事例分析や提言、民間ダイナミズムを引き出すための施策の検

討などを行い、調査報告書や各種資料を作成した。すなわち、当時の国家開発計画（PASDEP 2005/06-
2009/10）をレビューし、次期国家開発計画（Growth and Transformation Plan 2010/11- 2014/15、以下

GTP I）の方向性について提言したほか、産業開発戦略や政策策定プロセス、政策組織のあり方、セク

ター別戦略づくりについての助言、カイゼン国民運動にむけた提言などを行った。また並行して始まっ

たカイゼン・プロジェクトの実施についても、JICA と連携して随時助言を行った。 
日本とエチオピアの産業政策対話フェーズ 1 は、先方政府の 3 層のパートナーと対話を行った。す

なわち、①メレス首相との直接対話・書簡、②首相府上級経済顧問兼エチオピア開発研究インスティ

テュート（EDRI）の所長を務めるヌアイ・ゲブレアブ氏を筆頭に、関係省庁の大臣・国務大臣との会

合（工業省（MOI）、さらには財務経済開発省（MOFED）、農業農村開発省、教育省、都市開発建設省な

どが参加する「ハイレベルフォーラム（High Level Forum: HLF）」、③局長レベルを中心とする政策担当

者との意見交換・共同作業の 3 つのレベルで行われた。また必要に応じて企業、業界団体、大学、研究

機関、他ドナーなどとセミナーや意見交換を実施した。これらの活動はエチオピア政府から高く評価さ

れ、フェーズ 1 の最終回対話（2011 年 5 月）の際に、メレス首相およびマコネン工業大臣から、2010 年

11 月に策定された国家開発計画（GTP）の実効性を高めるために、第 2 フェーズの継続実施を強く要望

された。

これをうけて、JICA と GRIPS は GTP 実施促進と次期国家開発計画（GTP II）の策定支援を目的とし

て、2012 年 1 月から 2016 年 9 月にかけて「エチオピア国産業政策支援対話に関する調査（フェーズ 2）」
を実施した。フェーズ 2 は、産業政策対話の頻度が年 4 回から 2 回になった点を除けば、フェーズ 1 と

同様に、①首相との直接対話・書簡、②ヌアイ首相経済顧問 /EDRI 所長や関係省庁（MOI、MOFED、
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外務省、貿易省、農業省、鉱業省、科学技術省など）の大臣・国務大臣が参加する HLF 会合、③ MOI の
局長レベルを中心とした政策担当者との意見交換・共同作業の三層で進められた。平行して、対話テー

マと関連が深い項目についてアジア 5 ヵ国とアフリカ 2 ヵ国で産業政策調査を実施し、HLF 会合にお

ける議論に活用した。加えて、2013 年 6 月の TICAD V および 2014 年 1 月の安倍首相のエチオピア訪

問を機に、二国間の貿易・投資拡大への期待が高まり、エチオピア政府から、日本企業誘致のための日

本貿易振興機構（JETRO）事務所の誘致や工業団地における日系企業専用エリアの設置などが要請され

た。そのため、2013 年 2 月の第 3 回産業政策対話からは経済産業省と JETRO 事務所の代表が参加し、

官民連携を促進する基盤が作られた。なお、2015 年 4 月にはエチオピア航空による日本直行便が就航

し、JETRO エチオピア事務所は 2016 年 7 月に開設された。

これらの成果を踏まえ、エチオピア政府は GTP II の工業分野の実施促進に加え、投資促進、工業団

地開発、輸出振興といった具体的施策の策定・実施への協力を JICA に要請した。これに対し、JICA は

①産業政策対話、②投資促進・工業団地開発、③輸出振興の 3 コンポーネントから構成される「産業振

興プロジェクト」を構想し実施に移した。このうち①は、産業政策対話フェーズ 3 と位置付けられる。

図－１に、産業政策対話のフェーズ 3 までの流れと主要なイベント、および対話と並行して進行した

JICA の産業協力案件を示す。

1.2　実施方法と内容

産業政策対話フェーズ 3 は、GTP II の実施促進の継続、およびアビイ政権が開始したいくつかの開

発計画（Homegrown Economic Reform Agenda: HERA、10ヵ年展望計画、新産業政策、全国工業運動等）

への知的インプットを行うとともに、関連する政策研究をエチオピアの研究機関（EDRI､ のちに政策

研究インスティテュート（PSI）に改編）と共同で実施した。以前、ヌアイ首相府上級経済顧問（兼 EDRI
所長）を座長として経済閣僚との政策協議の場として機能していた HLF はいくつかの研究会合、すな
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図－1　産業政策対話とJICA産業協力の同時進行

（出所）開発フォーラムで各種資料を元に作成



わち PSI と GRIPS が共催する開発政策フォーラム（Development Policy Forum: DPF）、MOI/ 商工省

（MOTI）4 やエチオピア投資委員会（EIC）を対象とした実務者会合・セミナーなどへと形態を変えた。

日本側チームのエチオピア訪問では、年 2 回の政策対話調査団派遣と年 2 回程度のより小規模な調

査団派遣を実施したほか、必要に応じてエチオピア首相や経済閣僚との書簡を交換した。なお 2020 年

3 月から 2022 年 3 月にかけては、新型コロナ感染症の世界的拡大およびエチオピアの政情不安により

海外渡航が困難であった。その間は対面形式にかえて、オンラインによる意見交換やウェビナーを実施

し、エチオピア政府にとって関心の高い政策イシューへの助言を継続した。

主要なカウンターパートは、第 1 に首相府（PMO）であり、これには首相および PMO の産業開発担

当チーム（2019 年以降はマクロ経済チーム）、PMO 傘下の EIC、工業団地開発公社（IPDC）などの関係

機関が含まれた。加えて、MOI とその傘下の関係機関・業種別インスティテュート、財務省およびそ

の関税局、エチオピア国家銀行、エチオピア開発銀行など、産業振興に重要な役割を果たす政府諸機関

とも個別の協議を重ねた。2022 年 3 月には、渡航困難時期を勘案してエチオピア政府にフェーズ 3 の

1 年延長に関する合意を得たが、その際 PMO より、カウンターパートを MOI に変更することが適当

である旨の見解が示された。そのため、現地渡航再開後の 2022 年 4 月に大臣・幹部を新たにした MOI
との関係再構築を図り、従前より助言をしてきた自動車政策に加え、20 年ぶりとなる産業政策の改定

や全国工業運動の開始といった新たな動きを調査し、議論をおこなった。さらに、省庁間の諸政策の不

整合を解決するために、政策調整を新たに担うこととなった計画開発省（MPD）とも協議や助言を行っ

た。

フェーズ 3 の新機軸としては、以前から協力してきたエチオピア研究機関との関係強化、2 つの共

同研究の実施、およびそれを通じるエチオピア側の政策研究体制強化や研究者の育成があげられる。

フェーズ 3 開始時点では、新たな共同研究に着手しはじめていた政策研究調査センター（PSRC）と、

これまで HLF をともに運営してきた EDRI の 2 つの政府系研究機関が我々の研究カウンターパートで

あったが、EDRI 改革および新政権による省庁再編を受け、2018 年 10 月に両機関は合併して PSI とな

り、国家計画委員会（NPC）の下に置かれることとなった。それ以降、合併された PSI と GRIPS はエチ

オピア産業強化に関連する共同研究を行い、生産性と海外直接投資（FDI）政策に関する 2 つの報告書

の刊行に至った。2022 年 12 月には、メラク工業大臣の要請に基づき、PSI と共催で「政策の不整合性」

に関する公開ワークショップをアジスアベバのスカイライトホテルで開催した。

このほか、現地企業と日系企業とのリンケージ構築のため、「産業振興プロジェクト」の他コンポー

ネントとも随時情報共有を図りながら、二国間民間案件の進捗や懸案事項をエチオピア政府との対話

や協議の場で取り上げた。それに関連して、実質的ないし潜在的にエチオピアでの事業に関心をもつ日

系企業（主に工業団地、繊維、自動車の分野）との会見を行い、関連する内外調査を日本、エチオピアお

よび第三国で実施した。また、産業支援を行うドナー、とりわけ国際連合工業開発機関（UNIDO）やド

イツとの意見交換と情報共有を積極的に行った。

「産業振興プロジェクト」における、2018 年 8 月以前の産業政策対話の主要業務および他コンポーネ

ントの関係は、図－ 2 の通りである。その後コンポーネントの再編があり、2018 年 9 月以降は図－ 3
のようになった（1.2.3 節参照）。

4 フェーズ1当初はMOTIであったが、2010年秋にMOT（Ministry of Trade）とMOIに分離し、2018年12月の省庁再編

によりMOTIに再統合された。その後2021年秋の省庁再編で再び貿易・地域統合省（Ministry of Trade and Industry: 
MOTRI）と分離し、MOIに戻った。
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図－2　産業政策対話の主要業務および相互関係（前半：2017年～ 2018年8月）

図－3　産業政策対話の主要業務および相互関係（後半：2018年9月以降）

以下では、フェーズ 3 の活動内容（図－ 2 の①～⑥、図－ 3 の①～⑤）につき個別に説明する。
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1.2.1　産業政策対話の実施

本活動は、（a）首相との直接対話、（b）ハイレベル政策会合としての HLF、のちに DPF、（c）経済閣僚

との個別協議・政策助言、（d）実務レベル会合、（e）JICA の他コンポーネントおよび QPC（品質・生産性・

競争力）関連プロジェクトへの政策的支援から構成される。

フェーズ 3（2017 年 2 月～ 2023 年 1 月）のうち、最初の 1 年程度は、フェーズ 1、2 を踏襲してハイ

レマリアム首相との直接対話および 2 回の HLF 開催を実施した。その後、2018 年 2 月にハイレマリア

ム首相の辞意表明があり、同年 4 月にアビイ新政権が発足した。そのため、大野健一がアビイ首相宛に

政策対話の経緯と趣旨を説明する書簡を送付し、ハイレマリアム前首相にも書簡を送付した。アビイ政

権下では経済政策運営が変化し、首相自らは経済政策の策定にかかわらずマクロ経済チームにその権限

を委譲するようになり、また大幅な省庁再編やカウンターパート交代が頻繁に行われたため、2019 年

以降は、首相との直接対話にかえて PMO を中心としたマクロ経済チームや、MOI および財務大臣等の

キーパーソンとの個別あるいは合同協議・政策助言が活発化した。また、首相府上級経済顧問兼 EDRI
所長が座長を務め、経済閣僚への政策提言・協議の場として機能していた HLF は、PSI と GRIPS が共

催する DPF、および MOI や EIC を対象とした実務者会合・セミナーへと形態を変えた。DPF は計画開

発委員会（PDC、2021 年 10 月から MPD）の参加も得て、生産性、FDI 促進、政策不整合への対処など

の共同研究テーマを軸に、2019 年から 2022 年 12 月にかけて 5 回実施された。

（a）ハイレマリアム首相との直接対話

フェーズ 3 でのハイレマリアム首相との直接対話は 2017 年 11 月に 1 回行われ、またそれとは別に

チームリーダーの大野健一から同首相宛に 3 通の書簡（2017 年 3 月、同年 8 月、2018 年 5 月）が送付

された（表－ 1）5。

5 フェーズ2では、ハイレマリアム首相との直接対話が6回行われ、書簡の交換も頻繁に行われた（同首相から1通、大野

健一から9通）。しかしながら、フェーズ2から3にかけてエチオピアの内政は不安定化し、2016年秋の騒擾を受けた内

閣改造や同年10月から翌年8月までの戒厳令施行があり、このため首相との政策対話は実施されなかった。なおハイレ

マリアム首相の辞任後も、同氏との関係は継続している。2020年2月の第13回現地調査において、関 JETROエチオピ

ア所長の仲介により面談の機会を得たほか、2020年11月の国際ウェビナー（本文1.2.6参照）では、ハイレマリアム氏は

パネリストの一員として、日本の産業政策対話支援やカイゼンに関するプレゼンテーションを行った。

表－1　首相との会合・書簡

日付 形式 内容

2017年3月3日 ハイレマリアム首相

への書簡（9頁）

第1回産業政策対話ミッションの報告（HLF、キリント工業団地、ハワッサ

モデルvs日本型工業団地モデル、QPCプログラム、HH支援、JETRO等）

2017年8月25日 ハイレマリアム首相

への書簡（4頁）

第1回HLFフォローアップミッションの報告（市をあげたカイゼン運動、

生産性研究、マインドセット問題、工業団地と日系専用エリア、金属機械

HH支援、JETROモデル等）

2017年11月8日 ハイレマリアム首相

との会合（1時間強）

共同研究（EDRI問題を含む）、カイゼン、マインドセット問題、金属機械

HH支援、JETROモデル等

2018年5月2日 ハイレマリアム首相

への書簡（3頁）

これまでの産業政策対話に対する協力の御礼（金属機械HH支援、生産性調

査に関するPSRCとの共同研究、日系企業誘致と工業団地、アルケベ大臣と

の書籍執筆）

2018年5月2日 アビイ首相への書簡

（7頁）

就任の祝辞挨拶、これまでの産業政策対話事業を含めた日本の支援に関す

る説明および今後の活動について
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表－2　ハイレベルフォーラム（HLF）
日本側・第三国からの発表 エチオピア側からの発表

第1回HLF
（2017年2月、

アジスアベバ）

• “Japan’s Contribution to GTP2 for 
Industrialization with Quality” (Izumi 
Ohno/GRIPS & Keiji Katai/JICA)

• “Income Equalization vs. Polarization” 
(Kenichi Ohno/GRIPS)

• “Anti-Export Bias and Effectiveness of Export 
Incentives in the Ethiopian Manufacturing” (Mulu 
Gebreeyesus/EDRI)

• “Ethiopian Youth Development and Growth Strategy” 
(Matiyas Assefa/Ministry of Youth and Sport)

• “Empirical Analysis of Effect on Job Search Assistance 
in Urban Africa” (Girum Abebe/EDRI)

第2回HLF
（2017年11月、

アジスアベバ）

• “Productivity Enhancing Measures in 
Sri Lanka and Ethiopia” (Kenichi Ohno/
GRIPS)

• “Economic Performance and Labor 
Productivity in Vietnam: Data Analysis 
and Policy Recommendation” (Nguyen 
Duc Thanh/VEPR)

• “Productivity Determinants in the Textile & Garment 
Industry in Ethiopia” (Tsegaye Gebrekidan/EDRI)

• “Productivity Earnings in the Metalworking Sector in 
Ethiopia” (Girum Abebe/EDRI)

• “Literature Review of Wage-Labor Productivity Nexus 
in Ethiopia” (Kidanemariam Berhe Hailu/PSRC)

（b）HLFおよびDPF会合

HLFは 2017年に 2回実施された（詳細は表－ 2を参照）。第 1回は、フェーズ 3の産業政策対話のキッ

クオフの位置づけであった。日本側（GRIPS と JICA）より、進行中の 5 ヵ年計画（GTP II）に対する日

本の産業支援が紹介され、エチオピア側（EDRI）からは、工業化の過程で留意すべき点として、政府の

輸出振興策の効果に関する研究結果が報告された。これは、縫製や皮革に対する保護、為替の過大評価、

非効率な物流、官僚的手続きのために輸出振興策の効果が出ておらず、輸出よりも国内市場向け販売が

促進される反輸出バイアスを検証したもので、活発な政策議論を喚起した。セッション後半では、2016
年秋の騒擾を受け、政府内で若者の失業問題を含む社会的課題に対する危機感が高まったことを踏ま

え、高成長に伴う社会的問題の対処に焦点をあてて日本側とエチオピア側より報告を行った。

第 2 回 HLF では、GRIPS によるスリランカでの第三国産業政策調査、IPE Global 社に委託した 3 つ

の生産性ツールの評価調査、および GRIPS がアジスアベバ大学のダニエル・キタウ教授に委託したエ

チオピアのカイゼン運動の現状調査について発表があった。また、海外有識者としてベトナム国家大

学経済政策インスティテュート（VEPR）所長の Nguyen Duc Thanh 博士（元ベトナム首相顧問）を招聘

し、ベトナムの生産性研究をベースとした報告が行われた。この報告は、フェーズ 3 においてのちに生

産性に関する議論を進めていくための問題提起として有効であった。上記の 3 報告については、別途、

PSRC のナレッジ・シェアリング・フォーラム（KSF）（1.2.2 節参照）の一環として、EDRI をはじめと

するエチオピア人研究者とも共有された。なお 2017 年 8 月にも、第 1 回 HLF のフォローアップ、およ

び第 2 回 HLF の準備プロセスとの位置付けで、生産性研究の中間報告会（「QPC スタディ・ミーティ

ング」）を実務者向けに実施している（表－ 6 を参照）。

2018 年には、政権交代に伴う省庁再編と移行期間の政策停滞があったため HLF は実施せず、政策提

言や議論は工業省や EIC を対象として、実務者レベル会合やセミナーを通じて行われた（詳細は（d）実
務レベル会合を参照）。2019 年 2 月には、HLF を代替する枠組みとして、PSI と GRIPS の共同政策研

究の進捗報告を目的とした「開発政策フォーラム（DPF）」を立ち上げた。これを PSI 主導による開催と

することで、政策シンクタンクとしての PSI の能力強化とオーナーシップ強化を図った。第 1 回から第

3 回の DPF は、生産性レポートの 2 回の進捗報告および最終ローンチとして開催された。2022 年 1 月

には、第 4 回 DPF として FDI 政策レポートのローンチウェビナーを PSI と共催し、EIC や MOI、財務
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表－3　開発政策フォーラム（DPF）
テーマおよび参加者 発表タイトル（GRIPS + PSI）

第1回DPF
（2019年2月、

アジスアベバ）

Ethiopia Productivity Report (Interim 
Discussions)
• Participants: PDC, MOTI, IPDC, EIC, 

TIDI, MIDI, LIDI, EKI, ECCSA, 
AACCSA, etc., plus Japanese participants 
(incl. Ambassador Matsunaga)

• “Introduction of Project” (Kenichi Ohno/GRIPS)
• “Introduction, Concepts and Importance of Productivity, 

Ethiopia’s Productivity in International Comparison (Macro 
Level)” (Kidanemariam Berhe Hailu/PSI)

• “Preliminary Analysis of Firm and Worker Survey 
(Manufacturig Level)” (Mulu Gebreeyesus/PSI)

第2回DPF
（2019年8月、

アジスアベバ）

Ethiopia Productivity Report (Final 
Validation Discussions)
• Participants: PDC, MOTI, IPDC, EIC, 

LIDI, MIDI, EKI, & donors (World Bank, 
ILO, UNIDO, USAID, UNDP, SIDA 
etc.), plus Japanese participants (incl. 
Ambassador Matsunaga)

• “Policy Measures to Enhance Productivity” (Kenichi 
Ohno/GRIPS) 

• “Labor Productivity Data Analysis” (Kidanemariam 
Berhe Hailu/PSI)

• “Summary of Field Survey on Apparel Industry” (Mulu 
Gebreeyesus/PSI)

第3回DPF
（2020年2月、

アジスアベバ）

Ethiopia Productivity Report (Launch 
Workshop)
• Participants: PDC, MOTI, IPDC, EIC, 

TIDI, MIDI, LIDI, EKI, FeSMMIDA, 
EEA, House of peoples Representatives, 
World Bank, plus Japanese participants 
(incl. Ambassador Matsunaga), and media

• Introducing the Major Contents of the Report (Kenichi 
Ohno/GRIPS)

• Selected Highlights of Chapters 3 & 4 (Kidanemariam 
Berhe Hailu/PSI)

• Selected Highlights of Chapter 5 and policy measures 
(Mulu Gebreeyesus/PSI)

第4回DPF
（2022年1月、

オンライン）

FDI Policy Report (Launch Webinar)
• Participants: EIC, MOF, EKI, UNIDO, 

Word Bank, UNDP, C4ED Ethiopia, 
Japanese participants (incl. Ambassador 
Ito), and media

Presentation of Report (GRIPS, PSI&JICA)
• “Ethiopia FDI Policy Report 2022: Main Findings and 

Recommendations” (Kenichi Ohno/GRIPS)
• “Dynamics of FDI in Ethiopia: Bridging the Balance 

of Payments Gap” and “Enhancing the Role of FDI in 
Technology and Knowledge Transfer” (Kiflu Gedefe 
Molla/PSI).

• “Pursuit of Product Quality and Ethical Correctness in 
Developing the Garment Industry” (Izumi Ohno and 
Sayoko Uesu/GRIPS) 

• “Ethiopia in the Industry 4.0 and Post-Pandemic Age” 
(Toru Homma/JICA)

• Q&A, discussion

第5回DPF
（2022年12月、

アジスアベバ）

Policy Workshop: Policy Trade-offs 
and Inconsistencies: Why Ethiopian 
Manufacturing Fails to Grow Fast?
• Participants: MOI, MOF, EIC, MPD, 

MIDI, KEC, NBE, DBE, World Bank, 
GIZ, UNIDO, USAID, researchers, 
private sector, and media

• Keynote speech: MOI State Minister Mr. Hassen 
• “Policy Inconsistencies in Ethiopian Manufacturing 

Industry Growth”(Amare Matebu/PSI)
• “Resolving Policy Trade-offs and Inconsistencies: 

Ethiopia’s Mechanisms and Asian Experiences (Kenichi 
Ohno/GRIPS)

• Q&A, discussion 

省（MOF）、世界銀行等の参加を得て、エチオピア人研究者や民間企業との活発な議論が行われた。本

フェーズ最後となる第 5 回 DPF は、メラク工業大臣が重要課題と位置付ける「政策の不整合性」をテー

マに、PSI と共催し、関係省庁や民間企業等の参加を得て忌憚のない議論が交わされた（DPF のテーマ

や発表については表－ 3 参照）。

（c）経済閣僚との個別 /合同協議・政策助言

2017 ～ 18 年には、当時エチオピアの産業政策を強力に主導していた PMO のアルケベ大臣と、工業

団地開発をはじめとするさまざまな産業振興課題につき緊密な協議を行った。フェーズ 3 の第 1 回現
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地調査においては、同大臣の依頼に基づき、縫製企業専用工業団地のモデルケースであるハワッサ工業

団地を日本の視点から評価するための視察を行い、大野健一よりアルケベ大臣に報告書を送付した。平

行して、少数の優良企業を対象とした寄り添い型支援（ハンドホールディング、Handholding: HH（本文

1.2.3 参照））の準備のために、企業実態を調査するとともに、MOI/MOTI の国務大臣および企業支援組

織である金属産業開発インスティテュート（MIDI）とその具体化に向けた協議を進めた。また 2018 年

6 月には、MIDI の能力強化を目的とする本邦研修を実施した（本文 1.2.5 参照）。この HH 支援は、のち

に 2018 年 8 月末に開始された JICA の「企業の成長を目的としたビジネス・ディベロップメント・サー

ビス強化プロジェクト（BDS プロジェクト）」の枠組みで実施されることとなり、政策対話チームは自

動車政策に焦点を当てた調査研究へと移行した（後述）。

その後成立したアビイ政権のもとでは、PMO・MOI/MOTI・EIC・MOF の 4 経済機関の国務大臣級

と、主に工業団地、自動車政策、生産性および日系企業誘致策について個別あるいは合同の協議を行っ

た。アビイ政権では経済政策運営のスタイルが変わり、首相は大臣・国務大臣級からなる「マクロ経済

チーム」に権限を委譲し、首相のトップダウン指示ではなく「制度として」経済政策を動かす仕組みを

採るようになった。2021 年秋に大掛かりな省庁再編が行われるまでは、そのメンバーのうち 2 名、す

なわち PMO に属しマクロ経済チームの事務局を務めるマモ首相上級顧問と MOF のイヨブ国務大臣が

経済政策の実質的なとりまとめ役をしていた。このため 2019 年から 2021 年までは、マモ・イヨブ両

氏に EIC の委員長・副委員長・担当官および MOI/MOTI のタカ国務大臣を加えた 4 経済省庁との個

別ないし合同協議が、それまでの首相との直接対話や HLF（の一部）を代替するメカニズムとして機能

した（フェーズ 3 に面談・協議した経済関係閣僚は別添資料 1 の面談者リストを参照）。このほか上述

した DPF も、政策研究シンクタンクの PSI が主催し GRIPS 開発フォーラムが側面支援する形で、PDC
を含めた政府関係機関やドナー等が参加する協議の場となった。

2019 年に開始された 4 経済機関との協議において、まず大野健一より、日本が協力可能なテーマと

して①自動車政策、②工業団地政策、③生産性 / マインドセット問題の 3 点を提示したところ、自動車

政策に高い関心が示された。そのため、これ以降は生産性研究（PSI との共同研究）に加え、自動車政策

に焦点をあてた協議が頻繁に行われるようになった（4 経済機関との個別 / 合同協議は表－ 4 の通り）。

加えて、新たな経済戦略として 2019 年 10 月に公表された Homegrown Economic Reform Agenda
（HERA）に対し、大野健一からマクロ経済チームにコメントを送付し、また関心をもつドナーにもプレ

ゼンを行った。2020 年 6 月に PDC の主導と調整の下に作成された 10 ヵ年展望計画（ドラフト）につい

ても、同月に PSI 経由で関係者にコメントを送付したほか、同年 10 月にはオンライン会合でフィツム 
PDC 委員長と意見交換を行った。

商工省（MOTI）については、コロナ中に分離されて工業省（MOI）および貿易・地域統合省（MOTRI）
となり、工業大臣も 2 回交替した。現地調査が再開された 2022 年 4 月には、メラク新大臣が率いる工

業省が我々の主たるカウンターパートとなった。まず我々は新体制の MOI との関係再構築を図った。

この時期は産業政策の久々の改定作業や、停滞する製造業のてこ入れを図るための全国工業運動の立

ち上げと重なったため、これらについての情報収集や議論を活発に行った。すなわち、MOI の大臣、国

務大臣、アドバイザー、MOI傘下で製造業振興を担うこととなった新しい製造業開発インスティテュー

ト（Manufacturing Industry Development Institute：新 MIDI6）、カイゼンを担うカイゼン・エクセレンス・

6 新MIDIの設立および業種別インスティテュートのCenters of Excellenceへの改組は、技術以外のアドミ部門および

ファシリテーション業務は本省の新MIDIが横断的に担当し、各センターは本来のコア業務であるR&D、訓練、企業

コンサルテーション（技術支援）、ラボラトリ、技術普及活動に集中すべきとの考えに基づいている。MOI傘下のイン
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センター（KEC、エチオピア・カイゼン・インスティテュート（EKI）から改称）などと多くの協議や

助言を重ねた。また上記（b）でも触れた通り、メラク工業大臣の要請に基づき、政府内部の政策不整合

に関する政策アドバイスとそのテーマに関する公開セミナーも行った。なお、メラク工業大臣は 2022
年 10 月に訪日したが、その際に GRIPS チームは自動車誘致、中小企業振興、生産性支援組織等をめぐ

る状況や日本の経験につき意見交換を行った。

スティテュートはLIDI→LLPIRDC、MIDI→MTEIRDC、TIDI→TGIRDCと改称された。各センターにとってこの

移行は形式的には格下げとなるが、政策を実施するうえでは有益なことだという。

表－4　主要経済官庁との個別・合同協議（現地調査）

時期 参加機関 協議事項

第9回現地調査

（2019年2月）

PMO、MOTI、EIC（個別） ①新政権の経済政策、②産業政策対話、③生産性レポート、

④自動車政策および日系自動車企業誘致のためのインセン

ティブ、⑤工業団地等

第10回現地調査

（2019年5月）

PMO、MOF、MOTI、EIC（個別） ①日本の産業協力の説明、②自動車政策および日系自動車企

業誘致のためのインセンティブ、他国の動向

第11回現地調査

（2019年8月）

PMO、MOF、MOTI、EIC（個別）、

日本大使公邸夕食会（4機関合同）

①自動車政策提言パート2の説明および意見交換

第12回現地調査

（2019年11月）

経済政策チーム（PMO、MOF、
EIC）との合同会議＠PMO

①生産性レポート、②HERA

第13回現地調査

（2020年2月）

MOTI、EIC（個別） ①自動車政策

第14回現地調査

（2022年4月）

MOI、EIC（個別） ①自動車政策、②MOI再編に関する情報収集

第15回現地調査

（2022年9月）

MOI、EIC, MOF（個別） ①自動車政策、②政策の不整合性、③全国工業運動

第16回現地調査

（2022年12月）

MOI、EIC（個別） ①政策の不整合性、②リンケージ政策、③産業政策対話のレ

ビュー

表－5　主要経済官庁との個別・合同協議（オンライン）

時期 協議先 協議事項

MOTIとの意見交換（オンライン）

2021年2月10日 タカ・ゲブレイエスス

国務大臣等との意見交換

①FDI共同研究の中間報告、②自動車政策、③ 10 ヵ年展望計画と

MOTIの10 ヵ年計画

EICとの意見交換（オンライン）

2020年11月10日 ブルック・テショメ・

アドバイザー等

自動車政策の策定状況に関するヒアリング、意見交換

2020年11月11日 レリーセ・ネメ長官（投資

振興チーム、JICA同席）

①FDI共同研究のブリーフ、②自動車政策、③10 ヵ年展望計画につ

いて意見交換

2021年2月12日 ブルック・テショメ・

アドバイザー、PDC
①FDI共同研究のブリーフ、②自動車政策、③10 ヵ年展望計画につ

いて意見交換

2021年11月10日 ブルック・テショメ・

アドバイザー

①FDI共同研究の進捗報告、②自動車政策

PDCの意見交換（オンライン）

2020年10月12日 フィツム委員長、

ネメラ・マモ副委員長

①FDI共同研究のブリーフ、②10 ヵ年展望計画の策定状況、

③PDCが政策プラットフォーム機能を担う可能性について意見交換
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なお、2020 年 3 月から 2022 年 3 月までの 2 年間は、新型コロナ感染症の拡大やエチオピアの治安情

勢の悪化により渡航困難となったため、主要経済官庁との個別 / 合同協議はオンライン会合で実施した

（表－ 5）。この際に、フィツム PDC 委員長およびネメラ副委員長から、ハイレベルを対象とした政策協

議の場としての遠隔プラットフォーム提供のオファーがあり、2021 年 2 月には、EIC と PDC のハイレ

ベルと FDI 政策研究や自動車政策、10 ヵ年展望計画について意見交換を行った。

表－6　商工省（工業省）および投資委員会でのセミナー

テーマと参加者 内容

第1回MOI
（2017年8月、

アジスアベバ）

QPC Study Meeting (follow-up of first HLF 
and preparation for second HLF)
• Invited officials: MOI, PSRC, etc.

• Evaluating three productivity tools (kaizen, 
benchmarking, twinning)（IPE Global: consultant 
firm）

• Productivity literature review (PSRC)

第2回MOI
（2018年8月、

アジスアベバ）

Seminar on the Textile and Garment Industry, 
in collaboration with Itochu (co-organized by 
MOI, JICA, GRIPS, UNIDO）

• Participants: TIDI, Ethiopian Textile and 
Garment Manufacturers Organization, EKI

• Production trends of textile and garment industry, the 
perception of global buyer, competitiveness of Asian 
countries and Ethiopia, 8 essential KPIs for global 
market

第3回MOTI
（2019 年2月、

アジスアベバ）

First Automotive Seminar (co-organized by 
MOTI, JICA, GRIPS, UNIDO)
• Participants: MOTI, EIC, MIDI and other 

related ministries and organizations, private 
automotive firms, Japanese and German 
participants

• “The Potential and Issues in Japanese Automotive 
Assembly in Ethiopia: A Study based on Producer 
Interviews, Kenya Mission and International Data 
Comparison” (Kenichi Ohno/GRIPS)

• Discussion chaired by MOI State Minister Johannes 
Dinkayehu

第4回MOTI 
（2020年2月、

アジスアベバ）

Second Automotive Seminar (co-organized 
by MOTI, JICA, GRIPS, UNIDO)
• Participants: MOTI, EIC, MIDI and other 

related ministries and organizations, private 
automotive firms, Japanese and German 
participants

• “The Evolution and Current Status of Myanmar’s 
Automotive Industry” (Toru Homma/JICA)

• “Key Findings in Myanmar’s Automotive Policy and 
Lessons for Ethiopia” (Kenichi Ohno/ GRIPS)

• Discussion chaired by MOI State Minister Teka 
Gebreyesus

第5回MOI
（2022年9月、

アジスアベバ）

Third Automotive Seminar (co-organized by 
MOI, JICA, GRIPS)
• Participants: MOI, MIDI, EIC and other 

related organizations, private automotive 
firms

• “Ethiopian Automotive Policy in the African 
Automotive Market” (Kenichi Ohno/GRIPS)

• “Global and African Automotive Industry: Emerging 
Trends and Strategies” (Toru Homma/JICA)

• Discussion chaired by Mr. Asfaw Abebe /MIDI

第6回MOI
（2022年12月、

アジスアベバ）

The FDI-local firm linkage Workshop 
(co-organized by MOI, JICA and GRIPS)
• Invited officials: MOI, MIDI, UNIDO, 

JICA

• “FDI-Local Firm Linkage Development: East Asian 
Experiences and Suggestions for Ethiopia” (Kenichi 
Ohno/GRIPS)

• “Business Linkage Promotion between Domestic 
Enterprises and FDI Firms: JICA’s Approach” (Toru 
Homma/JICA)

• Discussion chaired by MIDI Director Milkessa

第7回MOIの
新MIDI（2022
年12月、アジ

スアベバ）

Knowledge Sharing Seminar on Industrial 
Policy Dialogue
• Participants: MIDI and related centers

• “Ethiopia-Japan Industrial Policy Dialogue under JICA’s 
Industrial Promotion Project” (Izumi Ohno/GRIPS)

EICセミナー

（2022年4月、

アジスアベバ）

Presentation of FDI Report
• Participants: about 50 EIC officials 

including Commissioner Mme Lelise, 
Deputy Commissioners Mr. Temesgen and 
Mr. Daniel

• Presentation of FDI Report (Kenichi Ohno/ GRIPS)
• Presentation of chapter 8: Impact of COVID-19, 

Industry 4.0 (Toru Homma/JICA)
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（d）実務レベル会合

本フェーズにおいては、特に MOI/MOTI に対し、GTP II における品質・生産性・競争力（QPC）の施

策の具体化や、日系企業と現地企業のリンケージ構築を目的とした繊維縫製セミナーを実施し、さらに

2019 年以降は、エチオピア政府の関心の高い自動車政策を中心としたセミナーを 7 回開催した（時期

およびテーマは表－ 6 の通り）。なお、MOI/MOTI、EIC および NPC/PDC とは、自動車政策と FDI 政
策について、遠隔作業の間も定期的にオンラインで意見交換を行った。

そのほかにも、産業協力を展開する他ドナーとの意見交換を行い、特にUNIDO（工業団地、縫製産業）

やドイツ（自動車産業）とは緊密に情報共有を図った。また、工業団地（縫製産業が主な対象）での人権

や環境基準に強い関心を有する英国や北欧ドナーへのヒアリングも実施し、日本型（QPC への関心）と

欧米型（倫理的基準への関心）の異なる対現地企業要請を詳細に比較する機会を得た。マクロ経済運営

については、世界銀行と頻繁に会合をもったほか、現地事務所を再開した国際通貨基金（IMF）とも意

見交換を行った。

個別産業振興においては、必要に応じて本邦関係者とも連携した。繊維産業については経済産業省や

日系商社・企業、自動車政策においては日系企業および彼らのエチオピアでのパートナー企業（組立工

場や販売代理店）と意見交換を行った。FDI 政策については、産業振興プロジェクト内の投資促進チー

ムと連携のうえ、エチオピア政府と協議を行った。

（e）JICAの他コンポーネントおよびQPC関連プロジェクトへの政策的支援

本フェーズは、産業振興プロジェクトの 2 コンポーネント（投資促進、輸出振興）との連携に加え、

QPC 関連の JICA プロジェクト（カイゼン、FeSMMIDA､BDS）とも適宜意見交換を行いながら、政策

上の懸案事項等がある場合は政策対話や経済省庁との個別協議等を通じてフィードバックを図った。

2020 年秋以降はコロナ禍中ながらオンライン協議が実施しやすくなったこともあり、我々の FDI 共同

研究にあたっては、投資促進チームからインプットを随時得られたうえに、同チームのカウンターパー

トである EIC の実務担当者とも数次にわたり協議することができた（表－ 5 も参照）。

並行して、投資促進チームあるいは輸出振興チームとエチオピア政府との協議の場にも、下記の通

り、政策対話チームはオブザーバー参加し、各案件の進捗状況や課題の把握に努めた。

①　 2021 年 3 月 30 日：輸出振興チームの第 1 回 JCC にオブザーバー参加（参加者：アセファ

MOTI 輸出調査・振興局局長、皮革産業開発インスティテュート（LIDI）、エチオピア皮革産業

組合（ELIA）、JICA、日本大使館）

②　 2021 年 5 月 19 日：投資促進チームによる輸出ギャップ分析の報告および EIC 協議にオブザー

バー参加（参加者：ダニエル・テレッサ EIC 副委員長（工業団地担当）、ゲタフン・メブラソン他）

1.2.2　共同政策研究の実施

フェーズ 3 では、以前のフェーズにはなかった、エチオピア人研究者との対等な立場に基づく共同政

策研究を試みた。その目的は、開発政策研究を日本人が主導ないし先方に委託して実施し最終成果を待

つのではなく、研究の最初から完成まで継続的に、エチオピア人研究者とともに内容や手法やデータを

吟味し、調査し、分析し、執筆し、政府に提言することによって、先方機関のオーナーシップと政策提

言能力を高め、ハンズオンによる政策研究の「輸入代替」をめざすというものであった。

この背景は次のようなものである。5 ヵ年計画（GTP II）には我々がフェーズ 2 で行ってきた提言が
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表－7　ナレッジ・シェアリング・フォーラム（KSF）
内容

第1回KSF
（2017年11月）

• “Productivity Enhancing Measures in Ethiopia and Sri Lanka: A Bilateral Comparison” (Kenichi 
Ohno/GRIPS)

• “Labor Productivity in Vietnam: Data Analysis and Policy Recommendations” (Nguyen Duc Thanh/
VEPR)

• “Wage-Labor Productivity Nexus on the Ethiopian Manufacturing” (Kidanemariam Berhe Hailu/
PSRC)

第2回KSF
（2018年8月）

• “Development Policy Think Tanks: Selected Case Studies from Asia”（Kenichi Ohno/GRIPS）

かなり盛り込まれた。その１つは、「品質・生産性・競争力（QPC）」の文言が 5 ヵ年計画全体を通して

書き込まれたことである。ただしハイレマリアム首相および MOI/MOTI の大臣・幹部は、QPC を推

進するための（カイゼン以外の）具体的施策がわからないため、日本のさらなる知的支援を要請した。

QPC を推進する政策とは産業政策のすべてであり、我々が対話でとりあげてきたテーマはみなそれに

貢献するはずである。地道な政策努力をこれからも積み重ねていくしかないのだが、この答えではエチ

オピア政府の具体的な政策能力構築につながらないと思われるので、我々は先方の要請を少しずらし

て答えることにした。すなわち、これまで明示的に取り上げてこなかった「生産性」について、日本は新

たに調査研究を行い、またその結果や提言を反映する具体的な産業協力を行うこととする。この過程を

エチオピア政府および研究機関とシェアすることにより、彼らの能力構築を図る。

まず 2017 年には、本格的な生産性研究を行う準備として、①「カイゼン・ベンチマーキング・トゥイ

ニングの 3 つの生産性ツールの評価調査」（IPE Global 社に委託）、②「生産性研究の既存文献レビュー」

（政策研究調査センター（PSRC）に委託）、③「エチオピアのカイゼン運動の現状に関するミニ調査」（ア

ジスアベバ大学のダニエル・キタウ教授に委託）を実施した。③の成果（Kaizen City Movement Survey 
Report Sharing）は、2017 年 8 月に開催された「EKI におけるカイゼン会合（Kaizen City Mobilization）」
で報告された。

これとは別に、PSRC 所長の依頼により、同研究所の研究者たちの能力強化のためのナレッジ・シェ

アリング・フォーラム（Knowledge Sharing Forum: KSF）を2017年から2018年にかけて2回実施した（表

－ 7）。
これらの準備作業ののち、我々は生産性に関する PSRC との本格的共同研究に着手した。GRIPS

と PSRC は事前協議も含めて頻繁に協議を行い、対等な立場から内容を検討し合意した。その過程で

GRIPS は PSRC に対して必要な助言や報告書の品質管理を行った。データ収集・加工・分析や現地調査、

多数の章の執筆などの作業は原則エチオピア人研究者に任せた。レポート作成の中間段階には、さまざ

まなフォーラムや実務者レベル会合の機会を利用して、PSRC と GRIPS はエチオピア政府に対し広く

情報共有や議論を行い、すでに得られた研究成果が前広に産業政策に反映されるようにした。なお、政

府系シンクタンクの EDRI と PSRC は途中で統合されて政策研究インスティテュート（PSI）になった

ので、上記の共同研究は PSI に引き継がれて実施された。

生産性の共同研究は 2018 年秋から 2019 年末にかけて集中的に実施され、第 13 回現地調査（2020 年

2 月）において、完成したエチオピア生産性レポートのローンチが行われた。エチオピア政府やドナー

からは高い関心が寄せられたほか、エチオピアの現地メディア（テレビ、新聞）もローンチ会合の様子

やエチオピア人執筆者へのインタビューを報じた。10 ヵ年計画を策定しつつあった計画開発委員会

（PDC）は、我々の研究成果を参照したと述べた。また世界銀行および米ミレニアム・チャレンジ・コー
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ポレーションからは、エチオピア人執筆者 1 人にワシントン DC の彼らの本部で本レポートの成果発

表を行うよう依頼があり、彼は米国に出かけて 2 回のワークショップを実施した。

生産性研究が十分な成果をあげたので、2020 年から 2022 年 1 月にかけて、GRIPS は再び PSI との

共同研究の形式で、エチオピアにとって喫緊の課題である FDI 政策をテーマとして政策研究を行う

こととした。今回は、JICA 本部の本間徹国際協力専門員も執筆者のひとりとして参加した。ところが

2020 年初めからコロナ禍により渡航が困難になり、さらにはティグライ州をめぐる内戦が勃発したた

め、PSI との執筆協力はオンラインで進行せざるをえなくなった。また計画されたいくつかの第三国調

査に替えて、エチオピア、ベトナム、バングラデシュそれぞれのシンクタンクをオンラインでつなぎ、

縫製産業の国際比較研究を実施し、その結果を FDI 政策レポートに組み込むこととした（詳細は後述）。

完成した FDI 政策レポートは、2022 年 1 月 27 日にオンライン形式でローンチを行い、EIC をはじめ

とするエチオピア政府機関の他、世界銀行や UNIDO 等のドナーからの参加も得て、活発な議論が行わ

れた。ローンチ会合後も PSI は、製本された FDI 政策研究レポートを関係者に配布するなど、エチオピ

ア政府を中心としたフォローアップを実施した。また FDI 政策レポートの執筆中には、エチオピア内

政の不安定化を起因とする外資流入の減少がみられた。これに対し、大野健一がエチオピア経済・産業

の持つ構造的な弱点を是正するための提言書を作成し、FDI 政策レポートを補完するものとして、その

完成に先立つ 2021 年 11 ～ 12 月にエチオピア政府関係者に送付した。

また、海外渡航が再開されたのちの 2022 年 4 ～ 12 月には、メラク工業大臣から産業振興に携わる

省庁間の政策不整合問題について強い関心が示され、これに積極的に対応することとした。新たなレ

ポートを執筆する時間的余裕はなかったので、PSI の所長や研究者と協議しつつ、アジアの経験の紹

介（GRIPS）とミニ現地調査（PSI）を組み合わせてプレゼンテーションを準備し、2022 年 12 月にアジ

スアベバにて公開ワークショップを共催した（1.2.1 節、表 3（第 5 回 DPF）参照）。今回は共同研究とい

う形はとれなかったものの、産業政策に携わる主要官庁や民間企業、ドナーから多くの参加者を得て、

我々が長年かけて収集してきた東アジアの経験に基づく問題提起や打ち込みをすることができた。ま

た、2023 年 1 月には EIC で労働市場分析研究を担うフェカドゥ氏（前 JICA エチオピア事務所ナショ

ナル・スタッフ）からの依頼をうけて、エチオピア労働者にめぐる諸問題（管理職の現地化、離職率、生

産性、ディーセント・ワーク等）をテーマとした EIC 主催ワークショップで、大野健一が生産性レポー

トの研究成果にもとづき発表を行った（他に英国研究者、国際労働機関（ILO）、マスターカード財団等

が登壇）。

1.2.3　ハンドホールディング（HH）によるチャンピオン企業育成施策の検討

これまでも（フェーズ 2）、東アジア諸国によくみられる、選抜された少数精鋭企業に対する包括的か

つ集中的な寄り添い型支援（ハンドホールディング）をエチオピアに試験的に導入することが試みられ

た。フェーズ 3 においては、皮革・皮革製品企業に対し、産業振興プロジェクトの輸出振興チームがこ

のタイプの支援を実際に提供することになった。政策対話チームにおいては、金属機械分野を対象に、

①企業支援の実施機関である金属産業開発インスティテュート（MIDI）の能力強化と、②同分野でハ

ンドホールディングを行うための現地企業の選抜および支援実施をめざした。具体的には、2017 ～ 18
年にかけて、エチオピアの金属機械企業の実態調査を行い、支援対象となる候補企業を絞り込み 7、また

7　金属機械分野のHH支援の候補企業としては、トレーラーや中国トラックの組立を行うNA社（2009年創業、従業員

約300名）、エチオピアで唯一ドアやサッシなどに使われるアルミプロファイルやその塗装品を現地生産するB&C社
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2018 年 6 月には MIDI 幹部らに対する本邦研修（1.2.5 も参照）を実施した。

ただし、それ以降の金属機械分野の HH 支援は、JICA のエチオピア企業の成長を目的とした BDS プ

ロジェクト（2018 年 8 月～ 2023 年 3 月）の開始に伴い、政策対話チームではなく BDS プロジェクト

の活動の一環として実施されることとなった。この結果、政策対話チームは、金属機械分野の中でも自

動車組立に特化して、エチオピアの政策分析、自動車産業で同様の段階にある第三国（ケニアとミャン

マー）の実態調査、同分野に関心をもつドイツとの情報交換、エチオピア政府の要請を踏まえた助言な

どの活動に重点をシフトした。

1.2.4　第三国における産業政策調査

第三国調査の目的は、エチオピアの政策形成にとって参考となるアジア・アフリカの国々の開発政

策や経済成果を具体的に学び、それをそのままのコピーではなく取捨選択ないし補完修正して、エチオ

ピアの政策作りの参考にするための材料を提供することにある。フェーズ 3 では、エチオピアの産業

発展にとって重要である縫製委託生産、自動車組立、および工業団地運営につき、スリランカ、ケニア、

ミャンマーで現地調査を行った。また、エチオピア—ジブチ間の物流の現状および課題の把握を目的と

して、ジブチの現地調査も実施した。これらの調査結果は HLF や MOI/MOTI 向けの産業別セミナーで

報告され、それに加えてエチオピア政府の指導者や担当者と個別に意見交換が行われた。

1.2.5　本邦研修・第三国研修

産業政策の好事例を学び、エチオピアの産業政策の策定・実施に活かすために、日本および第三国に

おける研修プログラムを立案・実施した。当初計画では、本邦研修は、①エチオピア政府（とりわけハ

イレマリアム首相とアルケべ PMO 大臣）が強い関心を持つ投資貿易促進組織としての JETRO モデル、

（2009年創業、同196名）、トレーラーやトラックなどの実装を行うMARU社（1957年創業、同115名）の3社が選ば

れた。ところがその後、いすゞがKaki社（2003年創業、同333名、いすゞトラックの代理販売やメンテナンスサービ

ス、農産品輸出にも従事）と提携して、いすゞトラックを現地生産することが決まり、日系企業の競争者を JICAが支

援することが難しくなり、対象企業の見直しが必要となった。

表－8　第三国産業政策調査

訪問先 時期 調査目的

スリランカ 2017年10月 ①同国アパレル産業のエチオピアを含む海外展開の動向把握、②人権・環境等の倫理基

準の遵守に向けた取組、③スリランカ経済の性格と開発政策の質の調査

→調査結果は第2回HLFで共有し、FDI政策レポート作成にも活用

ケニア 2018年8月 ①自動車市場と自動車産業政策の調査、②日系メーカーと現地サプライヤーの実態調査、

③政府の産業政策の把握（企業支援サービス、産業人材育成）

→調査結果は第1回自動車セミナー、経済省庁との協議等で共有

ジブチ 2019年2月 ①エチオピア－ジブチ間、ジブチ港の物流サービス、②ジブチ経済の実態と政策の調査・

視察、②ジブチ外務省アカデミーでの講演

→エチオピア－ジブチ経済回廊の情報を深めることにより、以降の政策対話に貢献

ミャンマー 2019年11月 ①自動車政策（日系企業の動向含む）、②工業団地（ティラワSEZ）、③縫製業に関する調査

→調査結果は第2回自動車セミナー、経済省庁との協議等で共有し、FDI政策レポート作

成にも活用
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および②日本の中小企業支援機関による HH 支援が検討された。また第三国研修においては、外資との

リンケージ構築、裾野産業育成、産業支援インスティテュートの役割、日系中小企業向けの工業団地、

日本式ものづくりの産業人材育成機関等を中心に、タイ・ベトナムを候補国として、プログラムを立案

する予定であった。このうち①の JETRO モデルについては、JETRO 自身による有識者派遣、および投

資促進チームと JETRO の連携による本邦研修がエチオピアに対して実施されたことで、政策対話チー

ムは重複を避けるために研修を行わないこととなった。

また上述したとおり、HH 支援に関連する MIDI の能力強化のために、2018 年 6 月には、MIDI の所

長、金属機械分野担当局長、実務担当者 2 名に、PSRC リード・リサーチャー 1 名を加えて、計 5 名の

エチオピア人を招いて本邦研修を実施した。これは、MIDI が HH の対象企業を選定し、企業育成政策

を策定し、実践するための能力強化である。本邦においては、金属機械分野の中小企業政策に関する講

表－9　金属機械分野における中小企業支援策のMIDIの本邦研修概要（関東 /関西）

関東（東京・埼玉・栃木）（2018年6月20日～ 6月22日）

訪問先 訪問日 研修形式 主な研修内容

支
援
機
関

独立行政法人

中小企業基盤整備機構

（SMRJ）

6/20 講義、

意見交換

・SMRJの事業概要

・中小企業大学校東京校研修の概要

・SMRJのハンズオン支援（経営支援）の概要

埼玉県産業技術総合

センター（SAITEC）

6/21 講義、視察 ・ SAITECにおける、県内の中小企業に対する経営戦略および

技術支援の方策

企
業

有限会社白根機械

製作所

6/21 工場見学、

視察

・企業の取組や技術

・SAITECからのサポートの実態

富和鋳造株式会社 6/21 工場見学、

視察

・企業の取組や技術

・SAITECからのサポートの実態

株式会社元郷精機

領家工場

6/21 工場見学、

視察

・企業の取組や技術

・SAITECからのサポートの実態

株式会社小松製作所 
小山工場

6/22 工場見学、

視察

・企業の取組（人材育成、ビジネス展開の実態など）

・今後のエチオピアとの関わりの可能性に関する意見交換

意
見
交
換

豊田通商株式会社 6/20 意見交換 ・企業の取組（人材育成、ビジネス展開の実態など）

・今後のエチオピアとの関わりの可能性に関する意見交換

株式会社フクナガ

エンジニアリング

6/22 意見交換 ・企業の取組（人材育成、ビジネス展開の実態など）

・今後のエチオピアとの関わりの可能性に関する意見交換

関西（大阪・兵庫）（2018年6月25日～ 6月26日）

訪問先 訪問日 研修形式 主な研修内容

公
設
試

東大阪市立産業技術

支援センター

6/26 講義 ・東大阪市立産業技術支援センターの支援業務と役割

地
方
自
治
体

MOBIO（モビオ）

ものづくりビジネス

センター大阪

6/26 講義 ・ MOBIOの中小企業支援施策について（制度、企業との関わり

方など）

企
業

ヤンマー株式会社

尼崎工場

6/25 工場見学、

視察

・ 企業の取組（人材育成、ビジネス展開の実態など）・今後のエ

チオピアとの関わりの可能性に関する意見交換など）

共英製鋼株式会社

（枚方事業所 枚方工場）

6/25 工場見学、

視察

・ 企業の取組（人材育成、ビジネス展開の実態など）・今後のエ

チオピアとの関わりの可能性に関する意見交換

株式会社大阪工作所 6/26　 工場見学、

視察

・ 企業の取組（人材育成、ビジネス展開の実態・今後のエチオ

ピアとの関わりの可能性に関する意見交換
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義、中小企業支援機関の視察（技術支援、マーケティング支援）、工場視察 7 社、専門家や民間企業との

意見交換等を通じて、日本の中小企業支援に関する包括的な学びの場を提供した。その内容を表－ 9 に

掲げる。

当初予定されていたタイ、ベトナムにおける第三国研修は、2020 年初以降の新型コロナ感染症の拡

大を受け、本フェーズで実施することはできなかった。ただしベトナムの知見は、同国からの有識者を

アジスアベバに派遣することにより（コロナ禍以前）、HLF や KSF で共有が図られた。また上述の通り、

PSI との FDI 政策共同研究の一環として、エチオピア・ベトナム・バングラデシュそれぞれのシンク

タンクへの委託調査を通じて、三ヵ国の研究者間の知的交流をオンラインで深めるとともに、縫製業の

現状と課題について国際比較分析を実施することができた。

1.2.6　エチオピア産業政策対話の経験・知見の対外発信

GRIPS 開発フォーラムは、2009 年の産業政策対話の正式開始以来、エチオピアの産業政策対話に関

連する情報発信を国内外で行ってきた。本フェーズにおいては、前述の通り、エチオピア閣僚やハイレ

ベルの政策担当者を対象とした HLF や DPF､ エチオピア政策研究シンクタンクを対象とした KSF、主

に MOI/MOTI の実務レベルを対象とした各種セミナー（縫製産業、自動車産業）等を開催してきたが、

2020 年初のコロナ禍以降は、国内外の実務者・研究者を対象としたオンラインによる情報発信を強化

してきた（表－ 10）。
特記すべきウェビナーをいくつかあげれば、2020 年 11 月の GRIPS 開発フォーラム—ブレントハース

ト財団（南アフリカ）共催ウェビナーは、同財団がハイレマリアム前首相を執筆者の一人に迎えて出版

した新刊“The Asian Aspiration”をテーマとした。同書の執筆過程において、同財団所長のミルズ氏は

ハイレマリアム氏から日本とエチオピアの産業政策対話についてきき、その後日本を訪問して GRIPS
チームと面会した。このウェビナーにおいても、ミルズ所長と大野健一に加え、ハイレマリアム前首相

が登壇してカイゼンを中心とする日本の産業協力についてお話いただいた。

2023 年 3 月には、エチオピア産業政策対話の総括となる英語の国際ウェビナーと日本語の国内ウェ

ビナーを別々に開催した。国際ウェビナーは、エチオピア（アフリカ）の産業政策や政策対話に知見や

関心のある海外の研究者やドナーを招待し、日本の政策対話と韓国の開発経験の共有等を紹介しなが

ら、セミ・クローズド形式で忌憚のない議論を行った。国内ウェビナーは、国際ウェビナーでの議論も

踏まえつつ、14 年半にわたる産業政策対話の成果と残された課題につき、JICA の産業支援の拡充と

いった面も含めて総括を行った。参加者からは、今後のエチオピアにおける展開や、政策対話は「翻訳

的適応」をいかに側面サポートできるか、また政策対話を評価する方法等について質問が寄せられ、「プ

ロセス分析」といった視点からの評価や、政策対話で得られた知見やネットワークを今後の JICA 事業

に活用していくこと等が議論された。

また 2021 年 7 月から 2022 年 3 月にかけて、GRIPS 開発フォーラムは JICA 緒方貞子平和開発研究

所（JICA 緒方研究所）と連携した一連の研究会（「これからの途上国の産業開発を考える」）を開催し、

この中でエチオピアの産業政策支援を通して得られた知見の共有を積極的に行った（表－ 10 の *）。
2022 年 8 月にはチュニジアで TICAD8 が開催され、大野泉が本間徹国際協力専門員とともに JICA

主催のオンラインのサイドイベント「カイゼン導入とディーセント・ワーク創造によるアフリカ産業

化の加速」に登壇し、エチオピアの経験を含めて発表した。同会合には、エチオピアから、認定カイゼ

ンプリンシプルコンサルタントのゲタフン・タデッセ・メコネン氏やアスナケ KEC 所長も登壇した。
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ウェビナーとは別に、GRIPS チームは JICA 緒方研究所や他の研究者と連携して、エチオピアとの政

策対話に関連する専門書や論文を執筆し、出版物を通じて日本の知的インプットや知見についての情

報発信を行った。主な著作は以下のとおり。

①　 “Bilateral Policy Dialogue: Japanese Cooperation for Enhancing Industrial Policy Capacity”（ 大 野

健一、細野昭雄、天津邦明、山田実共著）、Introducing Foreign Models for Development: Japanese 
Experience and Cooperation in the Age of New Technology（大野泉、神公明、天津邦明、森純一編）、

Springer（forthcoming）．第5章に収録。

②　 “Ethiopia-Japan Industrial Policy Dialogue: Learning Eastern Methods through Intensive Discussions 
and Concrete Cooperation”（大野健一・大野泉共著）、Policy Learning for Industrial Development 
and the Role of Development Cooperation（大野泉、天津邦明、細野昭雄編）、Research Project 
- Japanese Experiences of Industrial Development and Development Cooperation: Analysis of 

表－10　情報発信強化とオンラインセミナーの概要

時期 テーマおよびパネリスト

国内セミナー

2020年7月 テーマ：「エチオピアの開発戦略：アジア的開発視点からみたメレス・ハイレマリアム・アビイ政権の

歩み」

登壇者：大野健一、原洋之介氏（GRIPS教授）

2021年9月 テーマ：「工業化過程における縫製輸出の現在と将来：3 ヶ国調査」*
登壇者：大野健一（GRIPS）
コメンテーター：後藤健太氏（関西大学教授）

2022年2月 テーマ：「途上国への産業政策支援：工業化のための政策能力強化に向けて」*
登壇者：大野泉（GRIPS）
ディスカッサント：大野健一（GRIPS）、細野昭雄氏（JICA緒方研究所シニア・リサーチ・アドバイザー）、

天津邦明氏（山口大学経済学研究科教授）、山田実氏（JICA緒方研究所次長 /上席研究員）

2023年3月 テーマ：「エチオピア産業政策対話：14年間の経験と残された課題」

登壇者：本間徹氏（JICA国際協力専門員）、大野健一、大野泉（GRIPS）
パネリスト：石亀敬治氏（JICA経済開発部民間セクター開発グループ課長）

モデレーター：上江洲佐代子（GRIPS）

国際セミナー

2020年11月 GDF-Brenthurst Foundation 合同ウェビナー

テーマ：“The Asian Aspiration -What Africa Needs to Learn from Asia's Experience”
登壇者：グレッグ・ミルズ氏（ブレントハースト財団ディレクター）、ハイレマリアム元エチオピア首相

コメント：大野健一（GRIPS）

2021年4月 テーマ：“Japanese Strategic and Economic Partnerships with Africa in a Turbulent Era: Achievements, 
Challenges, and Way Forward”
登壇者：セリーヌ・パジョン氏（仏国際関係研究所（IFRI）リサーチ・フェロー）

コメンテーター：平野克己氏（アジア経済研究所上席主任調査研究員）、大野泉（GRIPS）

2022年7月 テーマ：“TICAD 8 and Beyond: Japan’s Approach to African Development in an Evolving Global Environment”
登壇者：セリーヌ・パジョン氏（仏国際関係研究所（IFRI）リサーチ・フェロー）、加藤隆一氏（JICA上

級審議役）、高橋裕典氏（KOKO Plus Foundation）

2023年3月 テーマ：“Japan’s Industrial Policy Dialogue with Ethiopia 2008-2023: Achievements and Challenges”
登壇者：大野健一、大野泉（GRIPS）
コメンテーター：Prof. Jong il Kim（韓国Dongguk University教授）、石亀敬治氏（JICA経済開発部民間

セクター開発グループ課長）、本間徹氏（JICA国際協力専門員）
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Translative Adaptation Process. Volume I. JICA Ogata Research Institute for Peace and Development, 
2022. 第8章に収録。

JICA緒方研究所の「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究：翻訳的適応プロセスの分析」

の成果物である英文書籍に、大野健一と大野泉が、政策学習を支援する取組の例としてエチオピア

産業政策対話を説明したもの。

③　 “Overview: Japanese Perspectives on Industrial Development and the Concept of Translative 
Adaptation”（大野泉著）、Policy Learning for Industrial Development and the Role of Development 
Cooperation（大野泉、天津邦明、細野昭雄編）、Research Project -Japanese Experiences of Industrial 
Development and Development Cooperation: Analysis of Translative Adaptation Process. Volume I. 
JICA Ogata Research Institute for Peace and Development, 2022. 第1章に収録。

上掲書において、日本の途上国に対する政策支援の概要と根底に流れる開発・援助の理念を紹介

したもの。

④　 “New Partnership between Business and Development: A Case Study of Ethiopia’s Industrial Development”

（大野泉・上江洲佐代子共著）、Designing Integrated Industrial Policies for Inclusive Development in 
Africa and Asia: Volume II（Shigeru Otsubo and Christian Samen Otchia編）、Routledge. 2020年11月。

第16章に収録。

途上国の産業政策の事例として、大野泉と上江洲佐代子がエチオピアの産業支援や民間連携の経

験を説明した。

⑤　 “Ethiopia Beyond Middle Income: Transforming the National Mindset”（ 大 野 健 一 著 ）、Ethiopia 
in the Wake of Political Reforms（M.G. Desta, D. Dori and M.E. Mihretu 編 ）、Los Angeles: Tsehai 
Publishers & Distributors, 2020. 第2.4章収録。 

⑥　 “A Japanese Perspective on Ethiopia’s Transformation”（大野健一・大野泉共著）、The Oxford Handbook 
of the Ethiopian Economy（F. Cheru, C. Cramer, and A. Oqubay編）、Oxford University Press. 2019. 
第47章に収録。

本書はエチオピアおよび海外の多数の研究者を執筆陣に迎え、Oxford University PressのHandbook
シリーズでは初めてとなる、アフリカの特定国の経済をテーマに出版されたもの。大野健一と大野

泉は、日本のエチオピア産業政策対話と産業協力の経緯や特徴を説明する章を執筆した。

⑦　 How Nations Learn: Technology Learning, Industrial Policy and Catch-up（Arkebe Oqubay and 
Kenichi Ohno編）、Oxford University Press. 2019.
大野健一とアルケベPMO大臣の共同監修により、アジア・アフリカ・中南米の事例研究を通し

て、工業化のベストプラクティスとりわけ産業政策の策定や実施のプロセス、およびキャッチ

アップやイノベーションに果たす国家の役割を論じた書。大野健一は編者に加えて“Meiji Japan: 
Progressive Learning of Western Technology”（第5章）を執筆した。

⑧　 「産業政策とカイゼン：エチオピアにおける実践と産業政策対話の経験から」（大野泉）、『国際開発

研究』（特集・国際開発におけるカイゼン研究の到達点と今後の課題）、第27巻、第2号、国際開発

学会、2018年11月。

大野泉による、エチオピアにおける日本のカイゼン支援と産業政策対話の補完性および相乗効果

を考察した論文。

⑨　 「知的実践における「石川プロジェクト」の継承と発展：エチオピア産業政策対話の経験から」（大

野泉）、『国際開発研究』（特集・石川滋の国際開発研究と知的支援関与）、第 27巻、第1号、国際開
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発学会、2018年6月。

石川滋教授が主導したベトナムでの「石川プロジェクト」の知的資産の継承と発展の観点から、エ

チオピア産業政策対話の経験を検討したもの。

1.3　成果品

産業政策対話では、HLF 会合での発表資料（PPT 資料等）や中間報告の際の業務進捗報告書（1 ～ 4）
に加えて、以下の成果品をとりまとめた。これらのうち、（1）の最終報告書、（2）の最終報告書資料編の

目次については巻末の別添資料（3、4）を参照されたい。

（1）　 エチオピア産業振興プロジェクト（産業政策対話）最終報告書（英文）：Ethiopia Industrial 
Promotion Project (Industrial Policy Dialogue) Main Report, JICA and GRIPS, June 2023.

（2）　 エチオピア産業振興プロジェクト（産業政策対話）最終報告書資料編（英文）：Ethiopia Industrial 
Promotion Project (Industrial Policy Dialogue), Collection of Major Policy Recommendations, JICA 
and GRIPS, June 2023.

（3）　 エチオピア国産業振興プロジェクト（産業政策対話）最終報告書（和文）（本報告書）、2023年 6月。

（4）　エチオピア現地調査についての出張報告書（和文）：

・　出張報告書（1）2017年2月（エチオピア政策対話第23回出張報告）

・　出張報告書（2）2017年6月（エチオピア政策対話第24回出張報告）

・　出張報告書（3）2017年8月（エチオピア政策対話第25回出張報告）

・　出張報告書（5）2017年12月（エチオピア政策対話第26回出張報告）

・　出張報告書（6）2018年2月（エチオピア政策対話第27回出張報告）

・　出張報告書（7）2018年6月（エチオピア政策対話第28回出張報告）

・　出張報告書（8）2018年9月（エチオピア政策対話第29回出張報告）

・　出張報告書（9）2018年12月（エチオピア政策対話第30回出張報告）

・　出張報告書（10）2019年3月（エチオピア政策対話第31回出張報告）

・　出張報告書（11）2019年6月（エチオピア政策対話第32回出張報告）

・　出張報告書（12）2019年8月（エチオピア政策対話第33回出張報告）

・　出張報告書（13）2019年11月（エチオピア政策対話第34回出張報告）

・　出張報告書（15）2020年2月（エチオピア政策対話第35回出張報告）

・　出張報告書（16）2022年4月（エチオピア政策対話第36回出張報告）

・　出張報告書（17）2022年9月（エチオピア政策対話第37回出張報告）

・　出張報告書（18）2022年12月（エチオピア政策対話第38回出張報告）

（5）　スリランカ、ケニア、ミャンマーでの現地調査報告書：

・　出張報告書（4）2017年10月（スリランカ出張報告　英文版 /和訳版）

・　ケニア自動車政策調査報告（2018年10月　和文版 /英文版）
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・　出張報告書（14）2019年12月（ミャンマー出張報告　和文版 /英訳版）

（6）　エチオピア研究機関との共同研究による成果：

・　Ethiopia Productivity Report 2020, February 2020, PSI and GRIPS.
・　Ethiopia FDI Policy Report 2022, January 2022, PSI and GRIPS.

なお（4）と（5）の成果は、GRIPS 開発フォーラム『エチオピア産業政策対話記録集：第 3 フェーズの

政策対話と政策調査』として上下 2 巻（Vol. III、IV）の冊子に収録された。8

8 本記録集（Vol. III, IV）は以下から入手可能である。

 https://gdforum.sakura.ne.jp/ja/pdf23/IPDphase3/ET_Record3.pdf
 https://gdforum.sakura.ne.jp/ja/pdf23/IPDphase3/ET_Record4.pdf

‒ 20 ‒



第2章　エチオピアの経済政策と課題

本章では、産業政策対話フェーズ 3 を通じて我々が観察し、必要に応じて提言した、エチオピア政府

の産業政策の策定・実施枠組みについて記載しておく。

2.1　経済政策の変遷と3首相の特徴

日本とエチオピアの産業政策対話は、メレス首相（在任 1991 ～ 2012 年）、ハイレマリアム首相（同

2012 ～ 18 年）、アビイ首相（同 2018 ～現在）の 3 代にわたり実施されてきた。それぞれの首相は統治

スタイルや日本を含むドナーとの協働に独自のスタイルを持ち、それは産業政策対話のモダリティに

も影響を与えた。特に 2018 年に就任したアビイ首相のもとでは、政策対話はそれまでのハイレベルで

の直接対話とは異なるスタイルへと移行した。各政権の特徴を整理したのが表－ 11 である。

表－11　3首相の経済政策および運営の特徴

メレス首相 ハイレマリアム首相 アビイ首相

背景 From Northern Tigray; from 
student to armed fighter; ends 
Derg rule

From SNNPR; civil engineering; 
teaching experience; from DPM 
and Foreign Minister to PM

From Oromia; military, MP, 
Science and Technology Minister; 
elected by party to PM

統治スタイル Suppressing oppositions; top-
down quick decision making

Balanced and moderate; not 
authoritarian

Introduction of bold actions and 
reforms

開発哲学 Rejects Washington Consensus; 
adopts Asian developmentalism; 
writing papers and attending 
conferences

Continuation of developmental 
policies; starts a shift from 
state-led to private sector-led 
development

Indirect management of economy 
through Macro Team; a shift 
from developmentalism to more 
traditional Washington Consensus 
policies?

産業政策 Monthly export steering 
committee; national expansion 
of TVET and agri. extension; 
kaizen; carrot-and-stick 
promotion of priority sectors; 
FDI attraction

Strengthen EIC; build industrial 
parks (Dr. Arkebe); continued 
FDI attraction; passion for 
deepening Kaizen

Partial sales of SOEs and 
introducing competition; close 
cooperation with World Bank; 
coping with economic crisis and 
worsening Foreign Currency 
shortage

内政 Democratic Developmentalism; 
in reality, one-party rule

Fails to manage erupting violence 
and instability

Medemer philosophy; urges 
ethnic unity; release of political 
prisoners; talks with opposition 
parties; instability continues; 
Tigray conflict and ethnic and 
religious division

外交 Balanced relations with West, 
China, India, etc.; mediating 
and sending troops to unstable 
neighbors

Same as left Active interaction with West, 
Middle East, international 
organizations; Nobel prize; 
friction with West over Tigray

その他 Good memory; leadership in 
climate change debate; discussion 
with investors and scholars

Continue dialogue with Japan; 
request Japan’s support for GTP II 
at TICAD V (Yokohama)

Young (born in 1976); meets only 
state heads and VIPs
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（1）メレス首相

2008 年に日本に対しカイゼン支援と政策対話を要請したメレス首相は、本や論文を読んだり、学

術的な会議に出席したり、学者と書簡や電子メールを交わして、エコノミストとの交流を積極的に行

うリーダーであった。彼はワシントン・コンセンサスに対抗する開発哲学として民主主義開発体制

（Democratic Developmentalism: DD）を掲げた。我々との対話や書簡のやりとりの中で、同首相は DD
を「開発主義的な政策を継続し、経済的成果をもたらすことにより、複数政党制のもとでの自由選挙に

勝利し続ける体制」と説明した。またその特徴として、①価値創造を奨励しレント・シーキングを許さ

ない強い政府、②資本家ではなく小農を政治基盤とすることにより政権の安定を図る、③農業発展主導

型工業化（Agricultural Development-Led Industrialization: ADLI）をあげた。この原理に基づいて打ち出

された具体的政策の例として、アメとムチからなる皮革産業支援をあげることができる。政府は未加工

皮革の輸出を禁止する一方で、LIDI による技術指導や国際協力（インドとのトゥイニング）、ローンや

外貨の優先割り当て等の優遇策を提供した。

（2）ハイレマリアム首相

ハイレマリアム首相はメレス首相と同様に、日本と開発政策について熱心に議論を行った。とりわけ

彼は産業政策対話、カイゼン、日系外資の誘致それぞれの強化に強い関心を有していた。2013 年 5 月の

横浜での TICAD V において、同首相は GRIPS 開発フォーラムに対し、① 次期 5 ヵ年計画 GTP II への

助言、②新しく設置された国家計画委員会（NPC）の役割、③政府系シンクタンク EDRI の再編につい

ての知的支援を要請した。①については、政策対話チームは GTP II の策定過程において多くの提言を

行い、最終文書の中にその多くが取り込まれることとなった。具体的には、アフリカの軽工業リーダー

というビジョン、カイゼン哲学の重視やカイゼン・ロードマップ策定、過去の政策文書に欠けていた品

質・生産性・競争力（QPC）の書入れなどである。かくして QPC はエチオピア工業化の重要な目標と

位置付けられたが、政府（とりわけ工業省）は、QPC 実現のための具体的な施策の知識がなく、さらな

る学習が必要であると認識された。③のシンクタンクの役割については、2018 年に 2 つの政府系シン

クタンク EDRI と PSRC が統合されて PSI が発足したが、GRIPS 開発フォーラムは統合前後のいずれ

の組織とも、共同研究を行うなどの協力を行ってきた。

ハイレマリアム首相は、カイゼンを一過性のツールではなく、国民全体のマインドセット変革のため

の全国運動にレベルアップする必要性を何度も説き、その実現に意欲を燃やしていた。国家カイゼン協

議会を設置し、2014 年 9 月に自ら主導してカイゼン国民運動を立ち上げた。また、商社を含む日系企業

の誘致と、それを側面支援してくれる JETRO 事務所の誘致にも非常に熱心であった。JETRO について

は、ハイレマリアム首相は安倍首相と面会した機会に直接に JETRO 設置を要請した。こうした強い働

きかけにより、JETRO アジスアベバ事務所は 2016 年 7 月に開設され、開所式にはハイレマリアム首相

も出席した。

（3）アビイ首相

アビイ首相の戦略や優先課題については、政策対話チームが同首相との直接対話の機会を得なかっ

たため、報道や他の高官経由の間接的な情報を参照した。同首相の初期の経済政策の中で最も驚きを

もって迎えられたのは、国営企業の民営化に向けての動き、とりわけ通信・物流といったこれまで国家

独占だった分野への外資企業の参入を認めたことである。これは、メレス首相の「主要産業は国家の下

に置く」という方針の転換とみなすことができる。通信分野への外資参入は競争入札を通じたサファリ
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コム（住友商事を含むコンソーシアム）への権利売却によって実現したが、他セクターの自由化にはま

だ進捗が見られない。もう一つの重要な政策転換は、これまで距離を置いていた世界銀行・IMF との関

係強化である。政府と IMF は国際収支支援プログラムに合意し、ハイレマリアム首相の時代に始めら

れた世界銀行の Doing Business ランキング改善に向けた取組も継続された 9。またアビイ首相は、エチ

オピア経済の従前からの課題である深刻な外資不足への対処も余儀なくされている。しかしながら、国

有企業改革、国際機関との協力、投資環境整備といった個別政策だけからでは、アビイ首相がどのよう

な経済ビジョンをもってエチオピアを導こうとしているのか、その根本にある開発戦略のスタンスが

見えてこない。たとえば市場対国家のバランス、開発における政府や外資や国際機関の役割、全業種へ

の一般的産業支援なのか業種を選んでの直接介入なのかなどの方針が、先に明確なビジョンを打ち出

したメレス首相とは異なり、アビイ政権の場合は明らかではないし、後述する開発文書においても明確

に示されていない。明確なことは、経済運営において、政府を直接指揮していた前首相二人と異なり、

アビイ首相はマクロ経済チームに委譲するスタイルを採用している点である。同首相は経済やビジネ

スに深い知見や関心がないのではないかとか、国内政治への対処に忙しく経済に手が回らないのでは

ないかとの指摘もされているが、それがどれだけ真実であるのかはわからない。

なお我々が聞き取りをした多くの官僚が、アビイ首相は自動車産業の発展に大きな関心を抱き、議会

や政府内部会議など複数の場でその重要性を指摘したと述べた。これは自動車政策への提言を作成し

てきた我々にとって朗報である。しかし首相との直接対話がかなわないなか、彼が自動車産業について

具体的実践的にいかなる目標や施策やタイムラインを考えているのかをきくことはできていない。ア

ビイ政権のもとで自動車政策はしばらく EIC が主管していたが、我々の観察では、工業省や財務省の

関与・連携があいまいであり、政府内の情報共有もできていなかった。現在は工業省に権限が移ったよ

うである。ここからは、自動車組立に関する明確な国家方針が見えてこない。さらに、アビイ首相はカ

イゼンにも前向きであると仄聞するものの、詳細は不明である 10。

2.2　A New Horizon of Hope

この文書は、2019 年初めにアビイ政権がようやく打ち出した最初の経済政策方針として注目された。

それは、民主主義と法の支配、雇用創出や競争力強化等の優先的課題を掲げ、現状や課題、活動等をま

とめた 1 枚紙のマトリクスである。ゆえに詳細は書かれていない。2019 年 2 月に PMO のマモ上級顧

問に確認したところ、このマトリクスは彼を含めたマクロ経済チームが策定し、GTP II とも整合的な

はずで、政府の対外的な説明責任を果たすことを主眼としているとの説明があった。ただし、このマト

リクスには農業や製造業などの生産活動への言及がほとんどなく、対象期間も 1 年と腑に落ちない点

もあった。これは、これまでの GTP II と後述する HERA や 10 ヵ年展望計画との橋渡し的な役割をもっ

た表ではないかと推測される（マトリクスは巻末の別添資料 2 参照）。

9　ただし世界銀行は、2004年から続いてきたDoing Businessランキングの発表を2020年で停止した。なお世界銀行の

ウェブサイトによると、それを代替するBusiness Enabling Environment（BEE）プロジェクトが間もなく開始される

そうである。
10 カイゼンは引き続きエチオピア国内で推進されているが、関係者の話では、ハイレマリアム前首相の時に設置された

国家カイゼン協議会は、ここ4 ～ 5年は機能していないようである。
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表－12　HERAの構成

現状分析 過去の実績 ・High growth
・Poverty reduction
・Various social achievements

課題 ・ Growth driven mainly by public investment which stimulated construction 
and services

・ Investments financed mostly by public loans and external loans and grants
・Negative real interest rates and exchange rate overvaluation
・ Ethiopian social indicators below the average of lower middle-income 

countries
・The lack of structural transformation (manufacturing did not surge)
・Growth driven mostly by capital accumulation rather than productivity
・ Productivity growth constrained by various bottlenecks in overall economy 

and specific sectors
・ Serious macroeconomic imbalances including foreign currency shortage (poor 

export performance), external debt burden, limited private sector access to 
finance and high inflation

政策の方向性：

三つの

「構造改革」

1.  マクロ経済

の安定化

・Fiscal consolidation and efficiency improvement
・Coping with foreign currency shortage
・Anti-inflation measures and financial crisis management
・Enterprise access to finance, etc.

2. 構造改革

　（狭義）

・Administration reform and deregulation
・Privatization of telecom, power and logistic service
・Introduction of competition

3.  優先セク

ター

・Agriculture
・Manufacturing
・Mining
・Tourism
・ICT

2.3　Homegrown Economic Reform Agenda（HERA）

HERA は、マクロ経済チームの PMO、MOF、PDC、エチオピア国家銀行（NBE）などからなる主要メ

ンバーが、関係諸機関も交えて数ヵ月に及ぶ作業によって策定した開発文書である。その際には、イヨ

ブ MOF 国務大臣が事務局および広報官をつとめたとのことであった。外国人の意見聴取は行っていな

い。最終的に党執行委員会および内閣に承認され、2019 年 9 月にアビイ首相が公表した。その翌月に、

政策対話チームがマクロ経済チームと面談したところ、HERA は従来の経済政策の基本的方向をかえ

るものではないが、民間セクターの成長が予想よりも遅いため、国家が果たすべき役割を見直す必要が

あるとの説明があった。PDC によると、HERA は 3 年のスコープで実施され、並行してドラフトされ

つつある 10 ヵ年展望計画とも整合的であり、今後の経済政策や開発計画の前提条件を構築する枠組と

のことであった。2022 年末時点の MPD（PDC から省へ昇格）の説明では、現在実施中の 10 ヵ年展望計

画期間のうち、HERA が最初の 3 年間の政策準備を行い、コロナや内戦による 1 年の緊急対応期間を

へて、残りの 6 年を 2 つの 3 ヵ年中期計画で具体化するとのことだった。

HERA の章構成は表－ 12 に示す通り。過去の開発計画のレビュー（成果と課題）と、今後の政策の

方向性を示した 3 つの柱（マクロ経済の安定化、構造改革、優先セクター）からなる。
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政策対話チームは HERA に対するコメントを作成し、これをマクロ経済チームのなかの 4 経済省庁

のキーパーソンと協議し、マクロ経済チーム議長であるギルマ・ビル PMO 特別マクロ経済首相顧問や

タゲセ・チャフォ国会議長ともそれぞれ個別に共有し、EIC とはクローズド会合で議論を行った。我々

の見解は以下のようなものである。

HERA の現状分析は説得的である。労働生産性上昇が全要素生産性（TFP）ではなく過剰な投資に牽

引されている点や、農業から工業への労働移動が見られない点などは、我々のエチオピア生産性レポー

トの指摘とも合致する。ここに反論すべき大きなポイントはみあたらない。一方で、将来の政策方向性

についてはいくつかの課題がある。HERA は多くの国が共通に採用する 3 つの政策分野（マクロ安定、

構造改革、産業振興）を列挙しただけである。枠組みとしてはとくに問題がないものの、目標達成に向

けた具体的な施策がこれから必要であり、HERA の評価はその詳細と実施に依存するであろう。また、

自国の経済開発を導く原則や将来ビジョンもまだ明らかではなく、いかなる姿のエチオピア経済をめ

ざすのかが示されていない。メレス首相のような政府主導型で個別業種を決めて振興する積極政策も

HERA の枠組みと整合的だし、逆に市場ルールや民間行動を最重要視するワシントン・コンセンサス

とも矛盾しない。ゆえにこれからの肉付けが決定的に重要である。表－ 13 は、ワシントン・コンセン

サス、メレス首相のアプローチ、HERA を比較したものであり、この表もマクロ経済チームに共有され

た。

政策対話チームは、東アジアや日本の経験に鑑み、世界銀行型の急速な自由化ではなく政策学習を通

して政府の産業振興能力を徐々に高めていく長期戦略を推奨し、以下の提言を行った。すなわち、第 1
に、民間セクターの能力を高めること、およびそれを助けるための政府の政策能力の強化に注力するこ

と。第 2 に、官民の実力が高まれば、その程度に応じて、選択的な産業振興策を導入し主要産業を強化

すること。第 3 に、経済自由化、民営化、国際経済統合などの国際機関が要求する改革については、拙

表－13　経済政策に対するスタンスの比較

Washington 
Consensus 

PM Meles 
Homegrown Economic 

Reform Agenda 

Macro 
economic 
stability 

Top priority: bold budget cuts, 
tight money, flexible exchange 
rate as preconditions for 
reform and growth (IMF)

Coping with crises as they 
arise (inflation, fuel & sugar 
shortage, F/X allocation, etc.) 

Concern indicated but effective 
and concrete enough? 
F/X, finance, inflation, debt 
sustainability, etc. (5 slides) 

General 
improvements 
on business 
conditions 

Big-bang liberalization: 
Liberalize, privatize, integrate, 
good and level investment 
climate asap 

Maintaining tight controls 
(banking, telecom, SOES, etc.); 
no long-term liberalization plan 
shown 

Will to SOE reforms, better 
infrastructure services 
expressed, with WB support 
(WB EDB ranking also 
targeted) (1 slide) 

Selective 
industrial 
concern & 
promotion 

Undesirable; don't do it 
Government is unwise & 
policies are captured by 
interests (Anne Krueger) 

Strong state guidance & 
support on priority sectors; 
learning how to do this from 
East (incl. Kaizen) 

Listed but details unknown; 
still general--agriculture, 
manufacturing, mining, 
tourism, ICT (1 slide each) 

Remark

Traditional IMF & WB and 
most Westerners; criticized 
for damaging real economy 
in Africa, L. America, Former 
USSR, Asian crisis countries 

Despite serious policy learning, 
targeted manufacturing sectors 
remained weak and visible 
transformation did not occur 

Weights and depths of 3 
pillars unknown; General 
and Selective should both 
be pursued strongly and 
in balance (Framework or 
Ingredients approach? 
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速ではなく、これも自国の産業競争力強化の実現に応じたスピードで着実に進めていくこと。

2.4　10 ヵ年展望計画

10 ヵ年展望計画（2021 ～ 30 年）は国家開発の最上位文書であり、PDC（現 MPD）が各ステークホル

ダーとの協議を経て策定し、2021 年 3 月に議会承認を得た。この文書はエチオピアにとって初の 10 ヵ

年計画であり、これまでの 5 ヵ年計画を代替するものとなる。10 ヵ年展望計画策定後に 5 ヵ年計画

も策定するという話もあったが、現在それは否定されている。現 10 ヵ年展望計画は、前述のように、

HERA（3年）、緊急危機対応（1年）、2つの 3ヵ年戦略の 3＋ 1＋ 3＋ 3年の構成で進行することになる。

さらに将来の 10 ヵ年計画がどういう進行となるかはまだ決まっていない。

現行の 10 ヵ年展望計画の章構成は以下の通りである（政策対話にとり重要と思われる事項は太字で

示した）。

1. Past Economic Performance and Its Major Challenges

2. Homegrown Economic Reform and Scope of the Ten-Year Plan

3. National Development Vision and Strategic Pillars

3.1 National Development Vision, Objectives and Strategic Pillars

3.2 Objectives of the Development Plan 

3.3 Strategic Pillars and Key Priority Areas 

3.4 Global and Regional Development Commitments 

4. Macroeconomic Plan 

5. Economic Sectors Development Plan

5.1 Agriculture

5.2 Manufacturing

5.3 Construction

5.4 Mining and Petroleum

5.5 Trade

5.6 Tourism

5.7 Urban Development

6. Infrastructure Development Plan

7. Demography and Human Resource Development

8. Gender and Social Inclusion

9. Justice and Public Services

10. Peace Building and Regional Development Cooperation

11. Environment and Climate Change

12. Implementation Strategies and Monitoring and Evaluation System

2020 年 6 月、政策対話チームは 10 ヵ年展望計画のドラフトに対し、以下の 2 点をコメントした。第

1 に、ビジョンや目標等は示されているものの、具体的な数値や活動は不明である。これはやがて各省

が管轄分野の 10 ヵ年計画をつくれば埋められるはずのものだが、その際には非現実的で詳細すぎる数

値目標を多数羅列してしまうという（過去の 5 ヵ年計画によくみられた）逆のリスクが発生する可能性
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がある。国家計画にどのくらい具体的なものを書き込むべきかは熟慮を要する問題である。第 2 に、項

目間の重複が多く、たとえば各生産セクターの「フォーカスエリア」と「目標」がどう違うのか、区別が

判然としない（たとえば上記ボックス 5.2 の製造業部分）。この文書には多くのアイデアが含まれるも

のの、複雑で重複が多い構成のため論理構造がわかりづらい。政策対話チームとしては、すべてを長期

ビジョン－中間目標－具体的諸政策といったシンプルな三層構造に整理し直すことを提案したい。ま

たエチオピア政府が投入できる時間やリソースは限られているため、目標や政策アクションは多数で

はなく、いくつかの優先項目に絞る必要がある。

また我々は、今回の 10 ヵ年展望計画の策定では、GTP I・II の時に比べボトムアップ型の協議が多く

行われたとの説明をうけた。だがボトムアップについては以前も 5 ヵ年計画ごとに毎回主張されてお

り、我々は、今回のステークホルダー協議が以前より広範・濃密になったという印象はもっていない。

むしろ、ドナーとの協議機会は前回よりも少なかった。これは、コロナ禍や北部紛争による海外渡航の

困難や外国人の一時退去があったため、ドナーとしてもエチオピア政府への政策助言がむずかしかっ

たのが一因かもしれない。

10 ヵ年展望計画は実施段階に入るとコロナ禍、北部紛争、ウクライナ問題などの影響を受けた。国

内紛争による物理的被害のほか、人権問題をめぐって欧米の支援や関税免除特権が停止されたこと、外

資不足や債務危機が極度に悪化したことも大きい。これらによりエチオピアは当面の成長目標が達成

できなかったのみならず、内戦復興のために新たにリソースを振り向ける必要が出てきた。上述のよう

に、10 ヵ年展望計画の一部として、MPD は 3 ヵ年の経済復興計画（Economic Recovery Plan）を 2022 
年 4 月に発表した。そこでは、北部での物理的ダメージ（インフラ、通信、道路、学校等）への対処や、

工業団地外の工場の再開に向けた資金や設備支援が予定されている。これとは別に、ティグライ州、ア

ファール州、アムハラ州等を対象とした復旧再興計画（Rehabilitation and Reconstruction Plan）が、世界

銀行を含むドナーの支援による調査によって策定された。世界銀行は、2022 年 4 月に紛争で影響を受

けたコミュニティ（アムハラ州、アファール州、ベニシャングル・グムス州、オロミヤ州、ティグライ州）

に対する 3 億ドルの無償支援を承認し、同年 9 月に発効している（Response-Recovery-Resilience for 
Conflict-Affected Communities in Ethiopia）。ただしティグライ州内の復興については、連邦政府とティ

グライとの停戦合意が 2022 年 11 月に締結されたものの、その実行に進捗がなければ他ドナーを含め

て本格化できないところ、今後、注視していく必要がある。

2.5　商工省 /工業省の10 ヵ年計画

国家レベルの 10 ヵ年展望計画が承認された後は、各省庁が管轄分野の個別 10 ヵ年計画を策定する。

政策対話チームは、2021 年 2 月に MOTI が作成した 10 ヵ年計画（アムハラ語）を入手した。これとは

別に、同年 4 月、政府はドナーに対し産業分野に関する 22 頁のスライド（英語版）を共有した。その概

要は図－ 4 の通りである。

これに対する我々の評価はおおよそ次のようなものであった。国家レベルの 10 ヵ年展望計画の工業

に言及する部分および MOTI の 10 ヵ年計画は、過去の分析や優先課題の指摘（質的成長、生産性、競

争力、民間への適切な支援、バリュー・チェーン、リンケージ政策、雇用創出と中小企業振興）につい

ては適切である。他方で、いずれの計画文書もウイッシュリストの域を出ず、優先業種も絞り込まれて

いないため、具体的な行動計画の構築が弱い。
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図－4　MOTI’s Ten Year Subsector Prioritization

（出所） Ministry of Trade and Industry, “10 Year Perspective Plan Priorities 2020/21-2030/31: Major Reform Agendas 
and Support Areas,” presentation slides to DAG, April 2021.

また、首相も重視しているはずの自動車セクターの開発計画は MOTI の 10 ヵ年計画に含まれてい

なかった。この点を質問したところ、MOTI 傘下で金属機械分野のサポートをするインスティテュート

（当時 MIDI）が別途策定したとのことだった。これでは重要な振興分野が国レベルおよび省レベルの開

発計画になんら記載されないことになる。2022 年 4 月時点の情報によると、エチオピア自動車政策は、

アフリカ自動車製造業者協会（AAAM）の支援で Alec Erwin 氏（元南ア工業大臣）をコンサルタントと

して作成された自動車政策レポートを参考にして、MOTI（MIDI）が自動車政策を執筆し、あとは政府

の承認を待つだけとのことだった。上記のコンサルタント・レポートについては、大野健一はドラフト

段階でいくつかの懸念を表明したが、その後工業大臣も担当者もかわり、当方のコメントは採用されな

かった 11。以前は EIC が中心となって自動車政策の策定作業をしており、それにはドイツも関心を示し

ていたが、2022 年 9 月の現地調査では、EIC やドイツはもはや関与しておらず、自動車政策は MOI の
主管となったようである（自動車政策の詳細は次章で取り上げる）。

2.6　新産業政策

エチオピア政府は 2022 年春より産業政策の改定に着手した。コロナ後の 2 年ぶりのミッションで、

11 コンサルタント・レポートの主な問題点は、分析や提言が南アフリカの現状を背景に書かれており、たとえば自動車

専用工業団地を提言したり、国内価値創造の詳細な計画を外資に要求したり、労働組合の活性化を重視したりする点

は、エチオピアの現状や発展段階に適合しないと思われる。我々の調査では、日系自動車メーカーにとってエチオピ

アで喫緊の課題は外貨不足、中古車抑制、組立インセンティブの不足、需要の小ささの4つであり、おそらく他の外資

にとっても同様と思われる。これらへの十分な言及や具体的提言がないのは、エチオピアへの政策レポートとしては

物足りないものが残る。
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我々はこの話を突然聞かされた。産業政策の改定は、メレス首相が 2002 年に策定した産業戦略以来と

なる 12。政策対話チームが入手したのは、5 月にドナー向けに配布された政策枠組み案（図－ 5）と 6 月

のアムハラ語ドラフトであるが、その後かなり改定が加えられたということで、我々は最終版の公表を

待っている段階である（英訳も提供されるとのこと）。2022 年 9 月および 12 月の現地調査でのメラク

12 フェーズ1のはじめに、我々はメレス首相と2002年の産業戦略を議論した。この戦略は首相自身が執筆したとのこと

で、彼の他の論文と同様、図表を含まない、文章だけで説いてきかせるスタイルであり、通常の政策文書とは異なっ

ていた。データや図表はないが、ただし当時の産業政策がめざすべきポイントは章を分けて明確に打ち出されていた

（輸出振興、労働集約型軽工業の重視、民間と政府の役割、現地企業と外資の役割、国民の参加など）。それ以降の状況

変化と詳細の必要性の両面から、産業政策の改定は望ましいことといえるだろう。

図－5　新産業政策の方向性

（出所）MOI Draft revised Manufacturing Industry Policy Framework: Review with key stakeholders (May 2022).
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工業大臣、工業省幹部および MPD の話から察するに、新政策が以前の文書と異なる点としては市場主

導、民間エンジン、輸出と輸入代替の同等の重視、グリーンエコノミー、クラスターアプローチなどの

柱がある。その下に、25 の directives そして 62 の areas of interventions があるという（注：面談相手に

よっては、65 areas という説明あり）。これら 62 はドナー支援を募る際の個別案件に対応するらしく、

正式承認されるまではドナーに開示されない印象であった。なお 2022 年 12 月の現地調査時には、新

産業政策は近く政府承認される見込みとの話であった。

メラク工業大臣によると、新政策には多くの政策課題が提示されているが、今後はこれらの優先順序

づけと具体化が必要とのことだった。具体的作業としてはアクションプランの策定、輸入代替産業の業

種別検討、Industrial Resource Mapping があげられた。大臣からは、日本にはどの品目の輸入代替をめ

ざすべきかについての助言を求めたい、またリソースやテクノロジーのマッピングについては最終的

には民間が決めることだが政府も方針をもたなければならないとのことだった。さらには、官民ともに

ナレッジギャップがあるので、それへの対処が必要との話があった。

2.7　全国工業運動

全国工業運動（Ethiopia Tamirt）も、2022 年春に産業政策の改定と並行して打ち出された工業省の新

機軸である。同運動は、新産業政策および 10 ヵ年計画の工業分野を実施するツールの１つと位置づけ

られている。これまで多くの振興策にもかかわらずエチオピア製造業が停滞している点をマクロ経済

チームが問題視し、これに対してメラク工業大臣（とおそらく工業省幹部）がこの運動の導入をもって

状況展開を図ることを提言し、それが認められたという。準備や関連文書の策定をへて、全国工業運動

は 2022年 5月にアビイ首相によってアジスアベバで正式にローンチされた。当初この運動の事務局は、

MOI 下でカイゼンを担当するインスティテュートである KEC が兼任していたが、運動は一過性でな

く永続的であるべき（少なくとも 10 ～ 20 年をかけ実施）とのメラク大臣の意向を受け、2022 年 9 月に

は MOI 本省に専属事務局が設置された。首都のみならず連邦・州・民間レベルでの展開が進められて

おり、また課題解決のためのさまざまな検討・調整メカニズムが立ち上がりつつある。体制としては、

メラク大臣を議長とする National Council があり 13、その下に同大臣を議長とする工業省内の Steering 
Committee がある（後者は 3 ヵ月に 1 回開催予定とのことだが、実際にはあまり招集されていない）。

その下に MOI と関係省庁間の調整を行う場として 5 つのクラスターがある（金融・関税、能力構築・

R ＆ D、原材料・インフラ、投資・開発パートナー、地方州・市）。各クラスターには国務大臣ないし同

レベルの focal person が置かれており、地方州・市については各州・市に 2 人の focal persons が置か

れている（リーダーとテクニカルスタッフ）。クラスターを通じての税務当局・税関との協議はすでに

進捗しており、財政問題はマクロチームと協議している。MOI は NBE とも協議しており、財政金融当

局との政策トレードオフ（運動予算の獲得 vs 緊縮財政）は解消していないが、相互理解は深まりつつあ

るというのが MOI の見解である。なおクラスターの下に、テクニカル・ワーキンググループが配置さ

れている。これは重要問題を発見・検討し、クラスターに情報提供するための調査研究チームである（図

－ 6）。こうして 2022 年より、MOI は全国工業運動を核として経済省庁間の議論やドナー交渉をリー

ドしつつあり、“harmonized”した製造業振興をめざしている。ドナーとの会合は、大臣とは四半期ごと、

13 工業省はNational Councilの議長にアビイ首相を希望していたが、それはかなわず、工業大臣が省庁間のNational 
Councilと工業省内のSteering Committeeの双方を率いることとなった。国家レベルの政策を活発化し成功させるに

は、最高指導者が直接指揮をとることが重要なポイントであり、その意味でこのアレンジメントはやや残念であった。
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テクニカルレベルでは月 1 回の開催が予定されている。

産業政策の改定作業と全国工業運動の推進を通じて、政府内での MOI の地位が高まりつつあるとい

うのが大方の見方である。このことは、MOI 自身のみならず、関係省庁や産業関連ドナーにおいても広

く認知されているようである。他方で、全国規模の新運動を急速に立ち上げるに際しては、MOI 内にか

なりの混乱を生じていることも事実である。政府による頻繁な省庁再編成をへた MOI 組織にはかなり

不自然な部分があり、任務の重複がみられ、各部署の権限や実際の機能にあいまいさが残る。新政策や

新運動は省内の複数の場所で担当されており、コアとなる部署・人物が誰であるのかを我々が明快に

理解するのは容易ではなかった。この状況は、たとえば半年で運動事務局が KEC の兼任から本省に移

されたこと、運動の説明文書を複数部署が書いておりその内容がやや違うこと、複数の MOI 幹部が業

務重複の存在を認めていることなどからもうかがい知ることができる。全国工業運動が目に見える産

業成果をあげるかどうかという本質的問題に加えて、この省内混乱が早期に収束に向かうかは、新産業

政策および全国工業運動の成否を握るカギとなるであろう。

政策不整合は、MOI 内のみならず複数の経済省庁間にも存在する。これはエチオピアでも以前から

見られ、他国でもしばしば起こる、よく知られた問題である。メラク工業大臣は、省庁間不整合をエチ

オピア製造業が進展しなかった重要な原因と考え、その除去に強い関心を抱いている。またこの関心

は、エチオピア政府全体でも共有されている。エチオピアでは、基本的にはマクロ経済チームが経済政

策の省庁間調整を担うことになっている。それに加えて最近、特定の省庁間政策問題に関しては、閣議

に上がる前に MPD が検討・調整の責任を負うこととなった（次項 2.8、ポリシー・マッピングを参照）。

メラク工業大臣は、マクロ安定と産業振興のバランスの最終決断は国家指導者が行うことになるが、

政治家がこの決断を informed decision として行うための情報、すなわちプラスとマイナスを客観的に

判断できる材料が必要であるとした。政策対話チームには、省庁間調整の解決メカニズムに関する他国

事例の提供が求められた。これに対して GRIPS 開発フォーラムは、2022 年 12 月に政策不整合性ワー

図－6　全国工業運動の体制

（出所） “Ethiopia Tamirt” A national movement to build a manufacturing Ethiopia through an integrated 
and sustainable approach”（MOI, March/2022）をアップデート。
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クショップ（第 5 回 DPF セミナー）を開催し、政策不整合の原因や解決につき、エチオピアの現状を踏

まえたうえで、東アジア諸国の実例を多数紹介しながら実践的な分析と提言を行った。政策不整合は、

予算をめぐる財務当局と現業省庁との古典的な駆け引きからも起こるし、重複を招くあいまいな権限

配分、頻繁な省庁再編、政策形成における知識欠如、現場担当官の能力・態度の問題などによっても発

生しうる。またそれを解決する組織手法もさまざまであって、アジアの経験から多くを学ぶことができ

る。根本的には、個々の政策調整モデルの可否よりも、それを用いる国家指導者と経済テクノクラート

の質が決定的に重要となる。

2.8　MPDによる政策整合性のチェック

2021 年 10 月の内閣改造の際に、閣議にあがる全ての新政策は計画開発省（MPD）による政策整合性

の確認をへなければならないことが定められた。これは、過去の政策が十分な効果をあげていないのは

各省間の政策整合性がないことに一因があるとの認識から導入された手続きである。

　2022 年 11 月には、この作業のガイドラインとして Policy Alignment for Prosperity: Alignment of 
Development Policies and Programs が MPD によって作成された。それによると、政策アラインメント

には省庁間（セクター間）、マクロとセクター、連邦と州の 3 種類がある。各省間で調整が必要な場合の

例としては、たとえば教育政策と産業人材ニーズ、農鉱工間の投入関係などがある。ガイドラインはさ

らに、各省に対して、新政策文書がなぜ必要か、既存政策との関連、いかなる成果をめざすか、課題は

何かといった一連の情報を提出させ、それらを MPD がチェックするとしている。MPD はこの手続き

を「ポリシー・マッピング」と称している。この作業を通して、各省間の政策の矛盾を取り除くと同時に、 
MPD 自身 や各省の政策能力を高めることも意図されている。

2022 年 12 月の我々の現地調査時には、この新たな政策検討プロセスのファーストラウンドが進行

中であり、MOI の新産業政策もその俎上にのせられていた。政策対話チームは、フィツム MPD 大臣の

要請とアレンジにより、アジスアベバ郊外のホテルにこもってこの作業に没頭していた MPD テクニカ

ルチームと面談し、政策調整の詳細な方法を聞き取るとともに、当方からのコメントを提供した。

MPDによる政策整合性検討ガイドラインの概要

○　政策は明確な枠組みと手続きによって相互一貫性が確保されなければならないこと。

○　用語の定義（大枠→具体的）：Policy、Strategy、Program、Project。
○　不整合のタイプとして、マクロ対セクター、セクター対サブセクター、連邦対州がある。

○　よい政策の条件として一貫性、相互整合性、社会厚生、実施可能性、政治的適合、包括性など。

○　政策の作り方（策定期間は18 ヵ月）

　　 各省が提案→テンプレートに沿って「政策コンセプトノート」を MPD が検討→策定スケジュー

ルや予算の決定→調査報告・専門家評価の実施→州レベルの第2回検討会→省による執筆

（フォーマットあり）→司法省のチェック→閣議決定→実施→レビュー・評価

付論：ポリシーマッピング・ワークショップ

　　　 既存政策の確認→担当省による新政策の概要発表→アラインメント分析→作成されるべき法

令決定→新設・改廃されるべき組織の決定→プログラム（行動計画か）の決定→予算の決定
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第3章　イシュー別の課題と政策分析

本章では、産業政策対話フェーズ 3 を通じて我々が議論したサブスタンス――政策の分析と提言――

の主要部分を記述する。

3.1　生産性

2020 年に我々が PSI と共同で刊行した「エチオピア生産性レポート」は、エチオピアの労働生産性と

全要素生産性（total factor productivity: TFP）を、標準理論と実証分析をもって検討した同国初のレポー

トである。この研究成果はそのローンチがメディアで報道されたほか、10 ヵ年展望計画を起草した

PDC、世界銀行および米国のミレニアム・チャレンジ・コーポレーションからも高く評価された。後 2
者の外国機関は、本研究に従事したエチオピア人研究者 1 名をワシントン DC に招聘して、レポートを

紹介するワークショップを開催した。

エチオピア政策担当者に向けた同レポートの主要なメッセージは、以下の 10 点にまとめられる。

1.　エチオピアの生産性の伸びは近年高かったが、絶対水準はまだ低い。

2.　労働生産性を押し上げた主因の1つは、過剰な投資であった。

3.　低生産性部門から高生産性部門への労働移動は、エチオピアではまだ活発でない。

4.　 農村労働力は工業ではなく主にサービスへと移動しており、ここには早すぎる脱工業化

の兆しがみられる。

5.　製造業内の各業種間の生産性パフォーマンスはかなり異なっている。

6.　 もし最低賃金が合理的でない水準に設定されれば、賃金・生産性バランスが失われる可

能性がある。

7.　エチオピア人労働者は技能を比較的よく習得するが、態度や規律に問題がある。

8.　エチオピア企業は、外国モデルから経営や労務管理を学ぶことができる。

9.　アジスアベバ・ハワッサ・メケレの間には、労働者タイプの地域間相違がみられる。

10.　 外貨不足・電力の不安定・物流の非効率などの外的要因が生産性向上の深刻な足かせと

なっている。

エチオピア全体の労働生産性は、2000年から2016年にかけて年平均で4.94％上昇した。この上昇は、

資本集約度の高まり（機械設備への投資）と TFP（真の意味での効率性改善）とに分解される（図－ 7）。
急速な工業化が進む途上国では双方の効果が顕著なのが普通である。エチオピアにおける労働生産性

上昇は長らく TFP が牽引してきたが、2012 年以降は資本集約度の高まりへと重点が急激に移行してい

る。活発だが質的向上を伴わない物的資産への過剰投資、とりわけ大規模公共投資や民間によるビル建

設の加速がその要因であると推察される。本来は TFP の上昇がエチオピアの経済成長を牽引しつづけ

るべきであるところ、官民による過剰投資の傾向には警鐘を鳴らしたい。
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労働生産性は別のやり方で分解することもできる。表－ 14 は、労働生産性を各セクターにおける生

産性向上（within effect）、低生産性部門から高生産性部門への労働移動（shift effect）、および両者の相

互効果（interaction effect）の 3 つに分解したものである。エチオピアの労働生産性上昇は、当初は各業

種内の向上が大きかったがその後逓減し、やがて部門間労働移動の比重が高まったことが示されてい

る。エチオピアは工業化の初期段階にあり、この双方の効果がいずれも高いまま補完的に進行すべきで

あるが、この数字を見る限り、前者の効果に力強さが欠けている。これも懸念材料の 1 つである。

また別の分析によれば、エチオピアでは農業が労働生産性上昇に最も大きく寄与し、サービス、工業

がそれに続いている。すなわち工業が成長エンジンとなっていない。これは工業化をめざす後発国とし

て喜ばしい状況ではない。しかも農業からの労働移動は主としてサービスに向かっており、工業への移

動は限られている。開発経済学では、キャッチアップ過程にある途上国では労働はまず農業から工業へ

と移動し、最後にサービスが拡大するという基本パターンがあるが、エチオピアはこれに従っていな

い。すなわち、エチオピアではセクター間の労働移動が少ないのみならず、いわゆる「早すぎる脱工業

化（premature de-industrialization）」の兆候さえみられるのである。

図－7　資本集積とTFPの労働生産性への貢献度

（出所）Ethiopia Productivity Report (2020), p.28.

表－14　労働生産性の伸び（シフト・シェア分析）

Productivity 
Growth

Sources of Labor Productivity Growth
Contribution Shares to Labor Productivity 

Growth (%)

Within effect Shift Effect
Interaction 

Effect
Within effect Shift Effect

Interaction 
Effect

2004-2007 7.9 21.7 4.6 0.5 81.0 17.0 2.0

2008-2011 6.6 14.2 7.2 0.5 64.7 32.9 2.4

2012-2016 6.0 15.7 9.9 1.3 58.3 36.9 4.8

2004-2016 6.6 79.5 26.7 15.5 65.3 21.9 12.7

（出所）Ethiopia Productivity Report (2020), p.31.
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3.2　FDI政策

2022 年に我々が PSI と共同で刊行した「エチオピア FDI 政策レポート」は、現状把握やデータ分析

を中心とする上記のエチオピア生産性レポートに比べ、政策改革のための多くの具体的な提言から構

成されているという違いがある。2010 年以降、エチオピアへの FDI 流入は大幅に増加し、2016 年には

40 億ドルに達した。しかしそれ以降は、東アジアの後発工業国で見られたような更なる増加は見られ

ず、むしろ減少・停滞に転じている（図－ 8）。これは、内政の不安定化や世界的なコロナ禍といった非

経済的要因による部分もあるが、より根本的な問題として、エチオピアの経済政策の弱さおよび民間経

済の能力欠如にも起因している。エチオピアは FDI 政策を開発戦略の 1 つの重要な柱として位置づけ

ているが、その質的改善が急務である。そのような観点から、本レポートは以下のようなさまざまな提

言を行った。

本レポートの中心的なメッセージは、エチオピアは自国に新たなあるいは追加的な価値創出をもた

らす外資誘致をめざすべきであり、そのために選択的であるべきというものである。すなわち、量だけ

でなく質を重視した FDI 政策へのシフトである。ただし当面は、エチオピアは雇用創出・労働集約型

の「量的」FDI も必要であるから、より多くの量をめざしながらも、小規模で先端技術や価値創造に貢

献する FDI も同時に重視すべきであり、両者のウェイトを徐々にシフトしていくことが望ましい。

先端的な FDI 誘致のためには、最低資本規制を緩和し、小規模投資に向いた工業レンタルスペース

を整備する必要がある。加えて、プロアクティブな FDI 政策の採用が不可欠である。すなわち企業の管

理や規制を主目的とする現在の文書スタイルから、政策目標や優先業種を掲げ、パフォーマンスに連動

したインセンティブ体系、公的支援や官民連携などを有効に打ち出す戦略型文書への転換が必要であ

る。

さらにレポートは、FDI を活用した国内付加価値創造の戦略として、①現地企業および労働者の能力

強化、② FDI の適切な選別と誘致、③外資と現地企業とのリンケージ創出からなる三部戦略を提案し

た（図－ 9）。各戦略の下には多くの政策アクションが提示されており、これらを実行するには真摯な政

図－8　エチオピアへのFDI流入額（ネット）

（出所）世界銀行、エチオピア国営銀行等。
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策学習と入念な準備・順序付けが必要である。ここで重要な点は、外資と国内企業をリンクさせるには、

その前提条件として国内企業のレベルが一定以上に達していることが必要だということである。国内

企業のレベルが低いためにリンケージ政策が失敗した例は、多くの国にみられる。以上の三部戦略を効

果的に実施するためには、明確な成果基準の設定とともに、政策の実施・モニタリングを有効に行うた

めの担当行政官の能力強化が必要となる。また投資環境の大幅な改善も求められる。

一般に、FDI 流入には国際収支や技術移転への貢献が期待されているが、現実はそう簡単ではない。

FDI 流入が国際収支や外貨獲得にプラスであるか否かは、操業開始時の資機材輸入、操業が軌道に乗る

までのリード期間、輸入原材料への依存度、国内付加価値創出の大小などによる。このうち最初の２つ

の負の影響は過渡的だが、後 2 者はより長期的かつ構造的な問題である。いっぽう、FDI が技術移転を

促進するかどうかは、そのために必要な国内諸条件が満たされているか否かに大きく依存する。具体的

には政治安定、マクロ経済安定、経済自由化、投資環境、金融機能、効果的な促進政策、そして最も重要

な条件は労働者の態度・技能や企業の受容能力であるが、これらがそろわない限り技術移転は起こら

ないであろう。

近年は、エチオピアのような労働集約的軽工業製品を輸出する後発国には、輸出先の欧米バイヤーか

ら、品質や社会的基準への遵守が取引の前提条件として求められている。また情報技術の進展に伴い、

後発国にもインダストリー 4.0 などの新潮流への対処も求められている。

現在エチオピアは経済危機に直面している。エチオピア経済のポテンシャルを最大限に生かすため

には、まず投資家の信用回復が必要である。戦争や内戦などの深刻な危機を経験した国――たとえばカ

ンボジア、ルワンダ、ベトナム、スリランカ、デルグ政権後のエチオピア――においても、平和到来後に

投資家の信頼を回復できたケースが多々見られるが、ただしその場合でも、工業化を推進するほど力強

い FDI 流入が再開するには長い時間がかかる。外国投資家は、たとえ途上国の現状に不満があっても、

将来に明るい展望が開けると期待できれば活動を始める。それゆえ、未来志向で信頼できる政策を評価

する。エチオピア政府には、将来の発展のかなめとなる業種や技能労働者の育成に真剣にコミットし、

図－9　製造業FDI誘致に向けた三部戦略

‒ 36 ‒



小さくてもよいから目に見える成果を迅速に出すといった努力が必要である。また、大量の非熟練労働

者を雇用する労働集約的大型案件の誘致のみならず、より高い技能やより小さなスペースを必要とす

る多様な投資家に向けた情報発信やマーケティングを始めることも重要である。

 
3.3　工業団地

工業団地の建設・運営は、FDI 政策の重要な柱の 1 つである。ビジネス環境が脆弱な国において、工

業団地は、工場操業に適した環境を、区域を限って提供してくれる。エチオピア政府は多くの国営工業

団地を建設し、そこに FDI を誘致してきたが、同国の短い工業団地開発経験を振り返るとき、そこに

は多くの改善の余地が認められる。我々は FDI 政策レポートのほか、FDI 提言ペーパーや GRIPS 開発

フォーラム作成の一連の政策ノートでも、工業団地改善のための具体的なアドバイスを行ってきた。以

下にその 6 つの提言を要約して掲げる。ここで根幹にある考え方は、官民を問わず、工業団地は顧客志

向型の不動産ビジネスであり、長期収益の確保および費用対効果の高い施設・サービス提供という観

点から運営すべきというものである。また不動産ビジネスにとり景気変動は避けがたいから、逆境にも

耐えうる準備と余力を備えておくことも重要である。

　第 1 に、工業団地のデベロッパーは、土地や工場建屋からの賃料収入のみに頼ることなく、複数の

収入源を確保すべきである。代替的収入源があれば、賃料を低く設定して工業団地の魅力を高めること

も可能となる。具体的な収入源としては、電力・水等の安定供給、経営、財務、税務、環境関連文書、労

働者のリクルートや管理、バイヤー・サプライヤーとのリンケージ構築、情報通信技術（ICT）の設置・

維持、車両や特殊機器のレンタルなどの有料サービスの提供がある。東南アジアでは日系・現地系・第

三国系を問わず、多くの工業団地でこうした有料サービスが提供されており、一般に入居企業は喜んで

対価を払いこれらのサービスを利用している。

第 2 に、工業団地のデベロッパーは、戦略的かつ選択的に支援サービスを提供する必要がある。先端

技術や過度な設備の導入には慎重であるべきである。たとえば標準的ではない下水処理、利用されるか

わからない寮やレストランやゴルフコースなど。提供する設備やサービスは、初期投資だけでなく維持

管理費を含めた費用便益分析に基づいて、絞り込むことが肝要である。また提供されたサービスのス

ペックが入居企業のニーズに真にマッチするかどうかの検討も必要である。提供するとしても、直接で

はなく民間事業者への外注が適切な場合も多い。この観点からは、エチオピアが採用した廃液排出ゼロ

型下水処理（Zero Liquid Discharge: ZLD）には再検討が必要と思われる。

第 3 に、ワン・ストップ・サービスは物理的でなく、機能的に導入されるべきである。多くの組織か

らの出向者を、机を並べて配置するのではなく、1 名あるいは数名の担当者を指定し、すべての要望や

トラブルに迅速に対処する方がよい。世界中の工業団地でワン・ストップ・サービスなるものがたい

てい導入されているが、現実には事務手続きが煩雑なままであったり、反応や対処が遅かったりなど、

実態が名前に見合っていない事例も散見される。

第 4 に、工業団地は収益悪化に対する緊急プランを事前に準備する必要がある。入居企業の入り具

合は、営業努力ももちろん重要だが、その要因の多くがホスト国やデベロッパーのコントロール外にあ

る。世界不況、テロ、地域紛争、伝染病、覇権国の対立などは途上国にとって不可抗力だが、不動産ビジ

ネスはこれらに甚大な影響をうける。よい時ばかりが続くことはありえない。工業団地の建設や拡張、

そのための借り入れ計画は、売れ残りの土地・建屋を避けるために慎重に進めていく必要がある。

第 5 に、工業団地は、とりわけ初期段階においては、法令やルールを守る限り、業種の区別なくすべ
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ての企業を誘致するのがよい。企業にとってロケーションは最重要事項だが、エチオピア政府は各工業

団地に入居できる業種を特定しているため、投資家に選択の自由が与えられていない。理論上は、同業

種を一ヵ所に集中させれば必要なリソース（情報・人材・設備など）を共有できるというメリットがある。

だが実際のところ、同業者はふつう競争関係にあり、労働者の引き抜きや情報漏洩を懸念することも多

い。各企業には、自分の責任で選んだ場所に進出してもらうのが適切な政策だと思われる。

  最後に、土地と建屋のレンタルには複数の選択肢を提示することが望ましい。エチオピアは、同じ仕

様の大規模レンタル建屋を工業団地内に多数建設してきた。この種の建屋は輸出志向の労働集約型軽

工業（アパレルや製靴）には適しているが、少人数で行うハイテク業種には向かない。今後、価値創造型

製造業を誘致するためには、各顧客の要望に沿った多様なスペースの提供が不可欠である。海外進出す

る日系製造業の多くは、最初は小さなレンタル工場（約 250 ～ 1000 ㎡）あるいはさらに小さな一部屋

のインキュベーションスペースなどから試験的に生産を始め、成功するにつれ、より大きな土地に移っ

たり自前の工場を建てたりする。これは日系に限らず、欧米企業にもみられるパターンである。

3.4　自動車政策

3.4.1　研究の背景

ハイレマリアム首相とアビイ首相は、自動車産業育成への関心を頻繁に表明してきた。ハイレマリア

ム首相の場合は、EIC と MOTI に対し、自動車組立を行う外資の誘致およびエチオピア初となる自動車

セクター計画の起草を指示していた。エチオピアの人口規模や輸入車による貿易収支の赤字を考える

と、技術、経営力、組織能力、市場規模などの点で困難があるにせよ、エチオピアが将来の自動車産業

育成に関心をもつのは自然なことである。一方日本にとっては、エチオピアでは日系ブランド車が大き

なシェアを占めているものの、その大部分は中古車や並行輸入によるものであり、生産メーカーの直接

利益に貢献するものではない。日系メーカーは、一定の条件が整った少数のアフリカの国で車・トラッ

クの組立を行っているが、エチオピアでは日系メーカーの自動車組立にいくつかの障壁がある。

政策対話チームは、自動車政策へのエチオピアの関心と日本の潜在的関心を考えたとき、将来両者間

に連携の可能性があると考え、フェーズ 2 において自動車組立の政策研究に着手した。現在のところエ

チオピアの自動車市場は非常に小さく、またごく初期段階（セミ・ノックダウン生産）にあることから、

タイ・インドネシア・ベトナムで日本が行ってきたような技能者育成、裾野産業、地域内分業、世界戦

略などの政策を議論することはいまのところできない。エチオピア政府の関心は高いものの、実務的な

知識や政策能力が欠けているので、自国の現状をふまえた初歩からの政策学習が必要とされている。

2018 年に、GRIPS と JICA はエチオピア政府関係機関との自動車政策協議を開始した。政策対話の

主なパートナーは、MOTI（旧 MIDI を含む）、EIC、PMO および MOF である。政策対話チームは、日系

自動車メーカーから随時ヒアリングを行い、金属産業開発インスティテュート（旧 MIDI）幹部を対象

とした本邦研修を実施し（2018 年 6 月）、ケニア（2018 年 8 月）とミャンマー（2019 年 11 月）で第三国

調査を行った。ドイツもエチオピアにおける自動車組立およびその関連分野に関心をもっていたため、

我々はエチオピアを訪問するたびにドイツ国際協力公社（GIZ）とも意見交換を行った。また、アジスア

ベバ郊外で現地企業 Kaki 社に委託して始まったいすゞトラックの組立につき、その進捗をフォローし

てきた（後述）。これらの情報をもとに GRIPS 開発フォーラムは一連の自動車政策文書（2018 年 11 月、

2020 年 2 月、2022 年 8 月）を作成し、エチオピア関係者に送付した。加えて、ミャンマーの自動車産業
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に関する報告書、エチオピア自動車政策へのコメント、アフリカ自動車開発に関する新情報もエチオピ

ア関係者に共有した。さらに自動車政策に関する MOTI/MOI 主催セミナーを、関係機関や現地・外資

企業を招いて 3 回開催した（2019 年 2 月、2020 年 2 月、2022 年 9 月）。コロナによる渡航停止期間中は

遠隔で情報収集と政策協議を続けた。またメラク工業大臣の 2022 年 10 月の来日時における豊田通商

との面談に先立ち、先方と論ずべき諸点について大臣に助言を行った。

3.4.2　エチオピアの市場と日系企業の動向

エチオピアの自動車普及率は 1,000 人あたり 8 台と世界で最低レベルにある。外資ブランドの組立工

場は、中国・韓国・イタリア・フランス・日本による計 9 工場が存在するが、外貨不足、治安悪化、需

要減などで各社の稼働率は数％から 10％程度とおしなべて非常に低い。全社の年間組立台数は約 1,000
台であり、生産可能な 28,000 台を大幅に下回っている。Ethio-Engineering Group（以前は軍関連企業

群 METEC）に属し、エチオピアのバス現地組立の大部分を担う Bishoftu Automotive Manufacturing 
Industry 社も、2022 年 12 月に訪問した際には全ラインが止まっていた。外貨不足による部品輸入の遅

れのためで、次回の部品輸入は 4 ヵ月先とのことだった。

　いすゞは、いすゞ輸入車の現地代理店 Kaki 社に委託して、2019 年より中型トラックの組立を

Kaki の Alem Gena 工場で開始したが、様々な問題に直面し、計画生産台数の達成には遠い状況にある。

現在、いすゞは日系自動車メーカーで唯一エチオピアで車両組立を行っているブランドであり、伊藤忠

商事の支援を受けている。いすゞと Kaki は、外貨不足問題以外に、商用車の国内組立に対する税制上

のインセンティブが少ない点や関税当局による不当な追徴を課題として指摘している。

英 Inchcape 社のエチオピア支社である Motor & Engineering Company of Ethiopia（MOENCO）社は

トヨタ・スズキをはじめとする外国車の輸入ディーラーであり、販売・検査・メンテナンス・修理・

部品供給などを行っている。その検査場・作業場・塗装工場は効率的で、技術者もよく訓練され、トヨ

タ基準にもとづく研修センターも規模は小さいが設置されている。部品の在庫管理や出庫も効率的で

あり、訪問客は注文から数分以内で求める部品を購入することができる。

3.4.3　エチオピアの自動車政策と4つの課題

適切な自動車政策は、その国の市場規模や発展段階により異なる。エチオピア政府は、まず自国の自

動車産業が時間軸上で現在どの位置にあり、いかなる政策行動が求められているかをよく認識する必

要がある（図－ 10）。いま世界では自動車生産技術が大きく変化しつつあるが、エチオピアにとっての

優先課題は最先端を追いかけることではなく、より基本的な問題を１つずつ克服していくことである。

前述したように、政策対話チームは日系自動車メーカーおよびエチオピアの現地パートナー企業と

エチオピア、日本、ケニア、ミャンマーにて議論を重ねた。これにより、エチオピアにおける参入障壁

や投資拡大への課題が明確となった。政策対話チームは、日系自動車メーカーにとって重要な次の 4 課

題（それは他国メーカーにとってもほぼ同様であると思われる）を、さまざまな機会や文書を通じてエ

チオピア政府の政策立案者や自動車政策担当者に伝達してきた。

1.　 外貨不足――我々が面談したすべての日系組立メーカーは、これをエチオピアでの組み立て進出に

おける最大の問題だと述べた。いうまでもなく、これは自動車のみならずエチオピアで操業するす

べての事業にとって深刻な問題である。
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2.　 中古車および並行輸入――これらの存在は、現地組立新車の需要を減少させる。これらを抑制する

ことが必要だが、ただし中古車輸入業者・ディーラー・購入者の利害や対応もあるので、抑制策は

急激ではなく、適切な段階と速度で導入すべきである。

3.　 組立インセンティブ――エチオピアの自動車関連諸税は、最近の改定後もきわめて高く複雑であ

る。とくに商用車においては完成車輸入と現地組立の税差は5％しかなく、これでは現地組立に要

する追加費用をカバーできない（税差は20 ～ 30％が適切か、ケニアでは50％）。乗用車についても

同様の検討が必要である。

4.　 需要の小ささ――エチオピアの新車市場（完成輸入車＋現地組立）は年8千台に届かない。自動車産

業が成長し利益を確保するためには、年10 ～ 20万台の規模が欲しい。たとえ現在の市場が小さく

とも、政府は長期需要予測を公表し、それと整合的な（逆行しない）政策を打ち出すべきである。

これらの中でも外貨不足は非常に深刻な問題であり、簡単には解決がむずかしい状況にある。自動車

に限らず全産業が甚大な影響を被っているが、もしエチオピア政府が自動車産業を重要度の高いセク

ターと位置づけるのならば、希少な外貨を医療品・燃料などのほか、自動車にも優先的に割り当てるこ

とを検討する必要があろう。

中古車規制については、現在はほぼ解決済みである。エチオピア政府は 2019 年に突然、中古車輸入

に高い関税を課すことを決め、これにより輸入中古車市場はほぼ消滅した。政策対話チームとしては、

同政策は必要だったものの、上に書いたとおり、中古車輸入にはさまざまな利害が絡むので、ステーク

ホルダーとの協議や十分なリードタイムなしの突然の政策変更は政治的社会的に不適切だったと考え

る。中古車規制の強化案はケニアを含む多くの国で政治問題化し自動車政策を混乱させているが、エチ

オピアではさほどの抵抗や混乱は生じなかった。結局は、やり方に問題はあったにせよ、エチオピアの

大胆な中古車抑制措置は、自動車組立にとって１つの大きな障壁を取り除くこととなった。

図－10　自動車産業発展のタイムライン
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中古車規制の次にエチオピアに必要な施策は、税インセンティブ体系の見直しである。エチオピアの

自動車税はきわめて高率なうえに車種・排気量ごとに複雑である。これにより自動車需要全体が抑圧

され、とくにエチオピアで人気が高いはずの中型乗用車・ピックアップトラックなどが高額となり、相

対的に税率の低い小型車に需要が流れているが、これには合理的な政策根拠が見いだせない。我々が自

動車研究を開始して以降、エチオピアの自動車税体系は 2 度改定され（上述の中古車輸入制限を含む）、

国内組立と新車輸入がやや優遇されるようにはなった。それでも、他国に比べると自動車税は依然とし

て高く、税体系も複雑なままである。中古車輸入は抑制されたが、新車輸入が活発で、それが現地組立

の障害となっている。これを是正して、現地組立が税制上一番有利になるようにせねばならない。すな

わち新車輸入よりも、現地組立が更に優遇される必要がある。

需要規模については、最新設備を備えた大規模自動車工場を誘致するには国内市場はまだ小さすぎ

るが、エチオピアのように人口の多い国で経済が順調に伸びれば、長期的にはこの問題は解決する可能

性がある。自動車メーカーにとり、将来の需要規模は進出を決めるためのきわめて重要な要素である。

妥当な仮定に基づく比較的明るい需要予測を政府が作成し、それと整合的な政策を打ち出すことによ

り、自動車産業の将来性を投資家に示すことができる。需要予測の作り方やそれと整合的な施策につい

ては、海外の経験から多くを学ぶことができる。

エチオピアが自動車政策を起草するにあたっては、これらの課題を克服する施策を盛り込む必要が

あり、特にインセンティブ体系と需要予測は重要である。

なお、我々はエチオピア政府との自動車討議を重ねるにつれ、関係省庁間の情報交換が不十分である

ことに気づかされた。EIC は MOTI の作業を知らず、その逆もしかり。財務省は他省庁との十分な協議

なしに自動車税制を改定していた。我々は EIC および MOTI に対し、関係機関の担当者からなるワー

キンググループの設置を促した。自動車に限らず、エチオピアでは組織間コミュニケーションの不足が

多々みられる。上述の MPD による政策不整合のチェック体制導入は対応策の 1 つと考えられるが、閣

議に上がる直前のファイナルドラフトを議論するだけでは十分ではない。省庁間調整は、政策形成のは

じめから終わりまで継続的に行われなくてはならない。

3.5　縫製産業の3 ヵ国比較

2020 年 11 月から 2021 年 1 月にかけて、GRIPS 開発フォーラムはエチオピア、ベトナム、バング

ラデシュ 3 ヵ国の縫製産業の比較調査を行った。現地調査とデータ分析はそれぞれの国のシンクタ

ンクに委託した。エチオピアは PSI、バングラデシュはバングラデシュ開発研究インスティテュート

（BIDS）、ベトナムはベトナム開発フォーラム（VDF）がこれを担当した。各国ごとに約 30 社を対象と

し、アンケート票と訪問調査（ないしオンライン面会）を組み合わせて実施した。なおコロナによる渡

航禁止期だったので、打ち合わせや検討会議はすべてオンラインで行った。

ベトナムとバングラデシュは中国の次に位置するアパレル輸出の２大国である。いっぽう後発のエ

チオピアは企業数、輸出実績、雇用、政策の質、業界団体などにおいて両者に劣っている。3 ヵ国の比較

調査は、エチオピアのパフォーマンスの未熟が、縫製産業の歴史の短さという時間的要素からくるもの

か（時の流れが解決するか）、それともエチオピア固有の構造的問題が原因か（適切な政策的対応が必要

か）を検討する材料を与えてくれる。

産業成熟度を表す 1 つの指標として、輸出額に占める国内価値比率がある。ベトナムとバングラデ

シュにおいては、縫製輸出総額の約 6 割が国内で生み出された価値である。エチオピアには十分信頼で
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きるデータがないが、現状では布帛やアクセサリを含め、縫製輸出に使われる原材料のほぼすべてが輸

入されており、賃金の低さも相まって、国内価値比率は他二国よりもはるかに低いであろうと推察され

る。

労働コストについては、エチオピアの月額賃金並びに単位労働コストは 3 ヵ国で最も低い（表－

15）。とはいえ、これがエチオピア縫製の競争力に直結するわけではなく、他の不利な要因――単純な

製品、知識やソフトスキルの欠如、外貨不足、電力不足、非効率な物流その他の脆弱な投資環境――が

それを相殺している。2020 年の世界銀行のビジネス環境調査（Doing Business、2019 年）で、190 ヵ国

中ベトナムは 70 位、エチオピアは 159 位、バングラデシュは 168 位にランクされている。良好な投資

環境は FDI 誘致の重要な条件ではあるが、バングラデシュがエチオピアよりも劣位にもかかわらずア

パレル輸出が活発な事実からは、投資環境だけでその国の輸出パフォーマンスの良し悪しは説明でき

ないということも明らかである。

業界団体の役割をみると、バングラデシュでは二つの業界団体バングラデシュ縫製品製造業・輸出

業協会（BGMEA）とバングラデシュ・ニット製品製造業・輸出業協会（BKMEA）が政府に強く働きか

けて、国産布帛使用に対する補助金交付、短期輸出信用、外貨獲得優遇策などの重要な公的支援を引き

出してきた。さらに官民連携は、バングラデシュが多国間繊維協定（MFA）の終焉や重大な工場事故と

いった過去の危機を乗り切ることを可能にした。業界団体主導による官民連携は、ベトナムではそれほ

ど活発でなく、エチオピアにおいてはさらに初期段階にある。 
バングラデシュやエチオピアの縫製輸出がコロナ禍で大きく落ち込んだのに対し、ベトナムにおけ

る影響は軽微であった点は興味深い。この理由はおそらく、ベトナムが多くの二国間や地域間の自由貿

易協定を締結しており、主要な輸出国がすべてカバーできていたためであろう。またベトナムは、政治

的ないし経済的理由で中国から退出する外資企業の受け皿国としての「チャイナ・プラスワン」の恩恵

も享受している。バングラデシュもベトナムほどではないが、中国を出る企業の誘致に成功している。

エチオピアは、主な市場である欧米との自由貿易協定がなく、さらにはアフリカ成長機会法（African 
Growth and Opportunity Act: AGOA）による米国関税の免除特権を 2022 年 1 月に失っている。

表－15　労働コストの比較

エチオピア ベトナム バングラデシュ

製造業賃金（月平均、ボーナス・残業手

当・社会保障を含む）
$83 (2016) $344 (2020) $154 (2020)

労働生産性（一人当たりの付加価値 /年） $1,271 $12,700 $10,400

単位労働費用（米セント /1ドルの製品

価値1ドルあたり）
6.5 cents 32.5 cents 17.8 cents

（出所） Ethiopia FDI Report 2022、および「2020年度海外進出日系企業実態調査（アジア・オセアニア編）」（JETRO, 
2020年12月23日）
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第4章　政策対話を総括して

最後に、我々の二国間産業政策対話から得られた実践的教訓を述べておく。これらの教訓は過去 14
年半の対話を通じて得られたものだが、とりわけフェーズ 3 で明確になったといえる。以下の 6 つのポ

イントは相互関連しており、それらはいずれも、産業政策対話が他の開発協力とは異なる性格をもつ活

動であることを示している。

4.1　政策対話の困難とパートナー選択の重要性

政策対話はむずかしい事業であり、すべての開発途上国で実施できるような協力形態ではない。日本

との真剣な知的交流から恩恵を享受できる途上国は多いとはいえない。なぜなら、政策対話が成功する

ための条件が厳しいものだからである。インフラ建設や研修事業とは異なり、政策対話は事前に合意し

た目標・工程表や既存の方法により進めることはまずできない。その理由を 2 つ指摘しておこう。

第 1 に、効果的な政策対話を行うには、相手国の最高指導者――大統領ないし首相――の強い関心

とコミットメントが不可欠である。それが無理ならば、少なくとも経済担当の有力大臣ないしは最高指

導者に経済を直接助言する上級アドバイザーの深い関与が必要である。経済政策の企画と実行におい

ては、複数省庁の権限や利害対立を常に調整していく必要がある。これは同一レベルの省庁間協議でま

とまるものではなく、迅速かつ最終的な決断はトップリーダーにしかできない。多くの国では、トップ

リーダーは経済運営を担当大臣や委員会に委ねることが多い。外部者であるドナーや研究者や投資家

の意見を聞くことはあまりなく、あってもそれを真剣に検討し採用するということにはならない。その

意味で、メレス首相やハイレマリアム首相は特別であった。政策対話を通じて日本の考えに丁寧に耳を

傾けてくれただけでなく、説明が足りない部分は我々に資料を要求さえした。いっぽうアビイ首相は、

普通の国の経済運営のやり方に戻ったようである。

第 2 に、政策対話は柔軟でなければならない。国ごとにニーズ・対象分野・頻度・参加者が異なるし、

同じ国でもそれらは時とともに変容していく。したがって、将来のトピックを予め決めておくことは意

味がない。議論すべき課題が刻々と変遷するとき、それに反応せねば政策対話は意義を失う。エチオピ

ア産業政策対話においては、次セッションの数ヵ月前に協議すべきテーマを決めていった。

先進事例から効果的に学習する能力をもつ途上国政府はごく少数であり、たとえ熱意をもって学習

努力をしても必ず成功するわけではない。けれどもそれに成功すれば、政策対話は途上国と日本双方に

大きな利益をもたらす。途上国は、紋切り型でない、自国の現状に適した具体的な開発政策づくりを学

べるし、少なくともその一部は JICA の産業協力をうけて実行に移すことができる。日本は、相手国の

最高指導者の意向を反映する協力を提供することにより、協力案件の妥当性と実行可能性を高めるこ

とができる。そして個別プロジェクトを超えて、その国との友好関係を深めることができる。

政策対話はこのような性格を持つから、日本は有意義な対話の可能性を求めて、常日頃から各国の国

家指導者や有力な閣僚や上級アドバイザーたちとのコミュニケーションを可能な限り積み重ねるべき

である。とりわけ大使館や JICA が担う役割は重要である。もし国家指導者が日本との政策学習に真剣

な興味を示せば、日本側は迅速にそれを準備し対話を開始すべきである。とりわけ戦略的に重要なパー

トナー国については、そうした努力が望まれる。ただし、日本からの継続的アプローチに反応がなけれ

ば、その政府との政策対話はむずかしいであろう。どの途上国政府と政策対話を行うかについては、十
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分な選別が必要である。

4.2　相互信頼の構築

開発協力では、国家指導者から現場のマネージャーや専門家にいたるまで、全てのレベルで信頼関係

を構築することが重要である。この点はすべての案件に共通だが、政策対話にとっては、個人的な信頼

関係が築けなければそもそも真の意味での対話が成り立たない。強固な人間関係なくしては、政策対話

は表面的で機械的になり、実体を伴わなくなる。相互信頼の構築には、次の 2 つの点を考慮すべきであ

る。

第 1 に、日本の政府関係者、専門家、コンサルタントを含む協力チームの全員が、相手国との信頼構

築に情熱と真摯さをもって取り組むことが肝要である。私心を交えず任務に懸命にあたれば、相手国の

カウンターパートは必ずそれに気づき、応えてくれる。大学教員にとって、途上国との政策対話に熱心

に取り組んでも学術的貢献とはみなされず、研究者評価には必ずしもつながらないが、だからといっ

て、これが政策対話という意味ある取組を妨げる理由になってはならない。

第 2 に、関係構築のためには長期にわたるコミットメントが不可欠である。日本の大使や所長の在

任期間は 2 ～ 3 年にすぎず、他ドナーに比べても短い。人事サイクルを長期化したり、同一国への複数

回駐在を奨励する必要があると思われる。また、自らの意思で関与期間を決められる研究者が長期にわ

たって活動すれば、短期サイクルの問題を幾分か緩和することができよう。ベトナムにおける石川滋教

授、ラオスにおける原洋之介教授、中南米における細野昭雄教授、インドにおける司馬正次教授は著名

な学者による関与の重要性を示した優れた例である。GRIPS 開発フォーラムも、エチオピアやベトナ

ムにおいて、長期の政策研究や政策対話を通じて知的ハブとなることをめざしてきた。

4.3　政策対話と産業協力案件の連携

「政策対話」なるものは決して日本だけが行っているわけではないが、日本のそれは他ドナーにはない

特色がある。他ドナーの「政策対話」は、現地調査や研究論文の中間・最終報告会だったり、その国が過

去に用いて成功した施策を宣伝し途上国にも奨励する場だったりするケースが多い。IMF や世界銀行

の「政策対話」は、国際収支支援を提供するためのコンディショナリティを交渉する政治的劇場である。

テーマについても、欧米ドナーは産業関心よりマクロ経済、法整備、社会的側面、ガバナンスなどを重

視する傾向にある。たとえ産業問題が取り上げられても、それは産業政策（特定産業の振興法の伝授）

そのものではなく、ICT、国際統合、グリーン、労働者の権利、国営企業改革といったセクター横断的な

イシューになることが多い。韓国は大規模な知識共有プログラム（KSP）を多くの途上国で実施してき

たが、そのアプローチは日本の個別的でディープな政策対話とは異なり、包括的かつルーティン化され

ており、受注したコンサルタントがそれをこなす形となっている。

我々が行う政策対話とは、「途上国と先進国の間で、数年以上にわたり、ニーズに応じて柔軟に開発

に関連するテーマを選択し、定期的に開催される知的協力」である。日本は 1980 年代より、アルゼン

チンを皮切りに、この種の柔軟な協議を東アジアや他地域の十数ヵ国の政府と行ってきた。エチオピア

は、日本にとってアフリカでこの取組を行う最初の国である。日本の政策対話はいくつかのユニークな

特徴がある。第 1 に、工業化過程において、小さな政府を志向するのではなく、むしろ国家の能力と役

割をともに強化することをめざす。第 2 に、予め決められたフォーマットやテンプレートはない。政策
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協議や知識共有は相手国の状況・要望に応じてのテイラーメイドであり、対話は一方的伝授ではなく

相互協議を重視するプロセスとして進行する。日本の政策対話は、開発戦略あるいは東アジアの開発経

験を教えてほしいという途上国の最高指導者からの要請を受けて始まる。これは、事前に与えられた業

務指示書のとおり実施する通常の技術協力事業とは異なる。第 3 に、日本の知的協力においては、モデ

ルは日本に限らず、世界各国から一番適切な事例を探して参照する。日本自身の過去の経験は、後発国

にとってそのまま導入するには難易度が高すぎることが多い。

さらに日本とエチオピアの産業政策対話の重要な特徴は、政策協議と産業協力案件の間の密接なリ

ンケージである。議論を議論だけで終わらせず、提言ないし合意された政策を実現するために、日本は

具体的な産業協力を提供してきた。フェーズ 1、2 におけるカイゼンの普及・制度化や国民運動展開、

さらにはカイゼン哲学の GTP II への取り込みはその典型例といえる。このほかにも JICA による金属

機械産業の調査（フェーズ 1）、チャンピオン商品の輸出振興（フェーズ 2、3）、FDI 誘致と工業団地運営

への支援（フェーズ 2、3）、企業支援サービス（フェーズ 3）などが典型例である。こうしたフォローアッ

プは JICA に限らない。ハイレマリアム首相が熱望した JETRO アジスアベバ事務所は、JETRO の積極

的対応により 2016 年 7 月に実際に開設された。政策議論と具体的協力案件の組合せが可能だった理由

の 1 つは、エチオピアとの産業政策対話の最初から、JICA による議論の中身への積極的関与があった

からだと思われる。これはエチオピアに限らず、アルゼンチン、ベトナム、タイなどでも見られた日本

の政策対話のユニークな特徴であり、他ドナーの「政策対話」にはあまりみられないものである。

4.4　オーナーシップ尊重と誠実な助言のバランス

途上国政府のオーナーシップの尊重は、開発協力においてドナーが順守すべき規範となっている。し

かし、この原則の実践は決して容易でない。なぜならば、ホスト国が掲げるアイデアや開発戦略が必ず

しも適切とは限らないからだ。いかにして政府首脳や政策担当者を批判することなく啓発し、非現実的

な考えを取り下げていただき、より適切な目標や方法を選ぶよう導いていくかが肝要である。この学習

プロセスは、先方に劣等感や屈辱ではなく、誇りと達成感を与えるものでなければならない。そのため

には、当方が当該国の経済・政治・社会を深く理解するとともに、高度に外交的なスキルが求められる。

政策対話は、外交上のプロトコールや礼儀を守って行われなければならない。同時に、相手側の考え

が産業開発の常識からかけ離れているときは、節度の範囲内で率直に指摘することも大切である。メレ

ス首相は最初から我々に率直であるよう求めたし、ゆえに我々は彼の見解に質問や異論をはさむこと

を躊躇しなかった。首相を含め、エチオピア側の多くの対話パートナーは我々の正直なアセスメントを

評価してくれたと考えている。中小企業政策や国営工業団地の運営については批判的な意見も提示し

たが、それは政策対話における友好関係を損ねることにはならなかった。日本側の助言は、多くの途上

国とりわけアジア諸国で我々が見聞きし調査し先方政府と議論してきた経験から生み出されたもので

あり、完ぺきではないかもしれないが、それなりの自信と責任感をもって提示している。それらがエチ

オピア政府にすぐ受容されるかどうかは別として、それを誠実かつ愚直に表明し続けることが、長期的

には相手の信頼を獲得することにつながると思われる。

4.5　共通点と固有性の理解

国際比較をする際によく受ける反論は、「国ごとに事情は異なり、時代も変化したので、外国モデル
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はうちの国には当てはまらない」というものである。この見解はあまりに雑駁かつ一般的すぎて、政策

学習の見地からは有用ではない。重要なのは、自国と他国に違う点があるという当たり前の事実を主張

することではない。いかなる比較にも共通点と固有性が共存する。政策担当者は、自国と他国に何が共

通で何がユニークかを「具体的に」認識する必要がある。これができれば、他国から何を学び何を捨て

るべきかが明確になり、自国の実情に即した政策形成の出発点にたてる。しかし、そのためには自国と

外国の状況についての十分な知識が求められる。これはそう簡単なことではない。

21 世紀の後発国にとって、明治日本の経験はあまりにも遠いことかもしれない。しかし熱意ある官

僚、良質な技術教育、熟練労働者、国内企業の競争力、産業インフラ、官民連携などの明治政府が準備

した諸要素は、時代をこえて、すべての後発国の工業化に必要なものではなかろうか。ただし、これら

の普遍的要素を自国で達成するためにいかなる具体的方法が適切かは国や時代によって異なるし、初

期条件にも大きく左右される。目標は普遍的でも、詳細は国ごとに見出さなければならない。

国家指導者や政策担当者のマインドセットや能力は、たとえばエチオピアとベトナムとでは大きく

異なる。エチオピアで有効なアプローチがベトナムで機能するわけではないし、その逆もまたしかりで

ある。エチオピアの大臣たちは概してエネルギッシュかつ迅速で、政策策定をこちらから促す必要はな

く、むしろ我々は拙速を戒め詳細を固めてから行動にうつすよう助言してきた。ところがベトナム政府

は形式や手続きにこだわり、政策行動はきわめて遅い。とりわけ不祥事を理由に政敵を排除する政治闘

争が吹き荒れる現在、閣僚から下級官僚まで新たな決断を誰もしようとはせず、多くの政策や国際協力

が停止している。民間セクターもまた違う。ベトナムの労働者は器用で繊細だが、概して短期志向で転

職をいとわない。北部農民の多くは南部に出稼ぎに出てくる。ただし労働移動は南から北へは起こらな

い。他方エチオピアでは民族・宗教・言語の分断があり、農村・都市間の労働移動は限られている。こ

れだけの差異でも、両国の開発政策の詳細が異ならざるを得ないことは明らかである。

したがって、画一的なアドバイスは生産的でない。我々が常に提唱するのは「翻訳的適応」、すなわち

外来の知識や技術を導入する際に自国の事情にあわせて選択・修正するメカニズムを常に働かせるこ

とである。よい政策対話とは、こちらが相手国の経済・政治・社会を熟知したうえで、その国が参照す

べきベンチマーク国をいくつか選んで国家指導者や政策担当者に紹介し、それを材料として修正や組

み換えを行い、自国にあったモデルを「具体的に」構築する方法を学んでもらうことだ。外国モデルは

ランダムではなく、エチオピアにとって最も適切なものを慎重に選択せねばならない。このためには、

エチオピアについてのみならず、多数国に関する膨大な知識が求められる。

4.6　通常のプロジェクトと政策対話の違い

開発協力では往々にして、数ヵ年のプロジェクト終了時に「目に見える成果」が期待される。用いら

れる技術や方法がよく知られた標準的なものならば、この要求はもっともである。事前に工程表を示

し、成果にコミットし、費用対効果が最も高い手法を採択すればよい。幾度となく繰り返されてきたイ

ンフラ建設や技術者研修については、評価のための成果基準をつくることはむずかしくない。

政策対話は、こうした標準的なプロジェクトとは正反対である。政策対話はホスト国の状況や変化す

るニーズに柔軟に対応できるよう設計されねばならない。プロジェクト期間中にそれらがどう展開す

るかは予測できない。成功のためにはさまざまな外部条件――政権の安定、有能な指導者と官僚、危機

の不在、国際関係、世界情勢、自然条件、他ドナーとの連携――が整う必要があり、その多くは不可抗力

の領域に属する。途上国側と日本側双方にとって、政策対話がどのくらいの期間有益に続けられるかは
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予想しがたい。ポジティブな成果は出るとしても時間がかかるし、その定量的な測定は容易でない。だ

が測定が難しくても、成果はたしかに生まれうる。

二国間政策対話は、途上国の最高指導者との強固な情報チャネルと信頼関係を作ることを可能とし、

それは産業政策を超えて、日本の外交や経済に恩恵をもたらす。また相手国の産業界や研究者との関係

構築は、将来に続く幅広い日本とのパートナーシップを可能にしてくれる。ゆえに政策対話は、指導者

との会見や書簡の回数、ワークショップの開催頻度、刊行書籍や報告書の数、政府機関や企業・工場へ

の訪問回数などの数字だけで評価されるべきではない。これらはすべて、相互信頼・理解にもとづく二

国間関係の強化という最終目標を達成するための手段に過ぎないからだ。大来佐武郎が率いたアルゼ

ンチンとの対話は同国の経済思想に大きな影響を及ぼし、その後長い間 JICA案件形成の道標となった。

ベトナムの「石川プロジェクト」はド・ムオイ共産党書記長との直接協議へと発展し、両国間の学術・

経済・外交面の交流推進に大きく寄与した。エチオピアと日本の産業政策対話も、日本国大使とエチオ

ピア首相とのコミュニケーションを促進し、JICA の産業協力を体系的に発展させ、JETRO アジスアベ

バ事務所の設置にも一定の貢献をしたと考える。

産業政策対話では毎回何が起こるか予測しがたいので、開始時点において、将来数年にわたる精緻な

業務計画を作ることは不可能である。その成果も、政策対話は外交や経済協力の重要なツールの１つで

あるという観点から、長期的視点に立ち、時には事後的に評価されるべきである。また活動の中には初

期目的を達成しないもの、最終段階にたどり着かないもの、先方の関心が薄れるものなどが多々発生す

るが、それは自然なことである。すべて企画通りに進むことはまずありえない。

政策対話のパートナー国は慎重に選ばれなければならない。そしていったん開始された政策対話は、

不確実性や不可抗力があるので成功が約束されているわけではないが、情熱と忍耐をもって取り組む

必要がある。その意味で、政策対話は個別技術の応用問題ではなく基礎研究に近いものといえよう。

JICA 在外事務所は、とりわけその途上国が日本にとって戦略的に重要な国ならば、在外公館と協力

して、経済政策を担う指導者や閣僚たちとのチャネルを構築する努力をすべきである。こうしたチャネ

ルの構築と継承は、JICA 在外事務所の重要な役割である。そして、もしその国の最高指導者が日本と

の知的対話を真剣に望むのであれば、そのための正式なメカニズムを迅速かつ柔軟に準備せねばなら

ない。JICA は本部・在外事務所ともに、日本国大使をはじめとする在外公館と協力して政策対話の設

計や実施に――案件管理のみならず政策議論そのものにも――積極的かつ主体的に関わることが重要

である。エチオピアと日本の産業政策対話は、双方に要求される諸条件が満たされた場合には、二国間

政策協力の有益なモデルの 1 つになりうることを示したと考えている。
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フェーズ3　エチオピア政府（経済関連官公庁・公的機関）面談者リスト

組織 肩書 氏名 面談日

１ PMO 首相 Mr. Hailemariam Desalegn 2017/11/8
＜退任後＞2020/2/21 (Hailemariam 
& Roman Foundation)
2020/11/20（国際ウェビナー登壇）

上級大臣兼首相特別顧問 Dr. Arkebe Oqubay 2017/2/2
2018/2/10,11,15, 6/4, 8/25,28,29

国務大臣 Mr. Tadesse Haile 2017/8/7, 11/13
官房長官 Mr. Alemaheyu 2017/2/7, 8/8, 11/13 
特別マクロ経済首相顧問 Amb. Girma Birru 2020/2/21
元首相上級経済顧問 Mr. Newai Gebre-ab 2017/8/7, 11/7
首相上級顧問 Dr. Mamo E. Mihretu 2019/5/29, 8/8,9, 10/30

2 MOI/MOTI 大臣 Mr. Ahmed Abtew 2017/2/8, 6/5, 11/7,10
Dr. Ambachew Mekonnen 2018/6/4, 8/15 
Ms. Fetlework Gebregziabher 2018/12/5
Mr. Melaku Alebel 2022/4/25, 9/13, 10/14（来日）

国務大臣（金属担当） Mr. Alem 2017/8/9
国務大臣 Dr. Meles Mebrahtu 2017/11/7
国務大臣（金属機械担当） Mr. Yohannes Dinkayehu 2018/6/8, 12/5 
国務大臣（繊維担当） Mr. Bogale Feleke Temesgen 2018/8/15
国務大臣 Mr. Teka Gebreyesusu 2019/5/30, 8/6,8, 10/28

2020/2/20
2021/2/10（オンライン）

国務大臣（産業インフラ･投

入原材料担当）

Mr. Hassan Mohammed 
Moalin

2022/12/14

局長 Mr. Ahmed Nuru 2017/2/8, 6/5,7, 8/7,11, 11/15
2018/6/7
＜工業省退職後、East Africa 
Holding部長＞ 2022/9/16, 12/14

局長代理→局長 Ms. Firehiwot Shemelise 2017/11/14, 2020/2/20
2021/2/10（オンライン）

国務大臣付アドバイザー Mr. Dugasa Dunfa Bachule 2022/4/21
大臣付アドバイザー Ms. Maryamawit Engdawork 2022/9/16
大臣付シニア･アドバイザー

（全国工業化運動事務局

コーディネイター）

Mr. Asfaw Abebe 2022/12/13,19

大臣付アドバイザー Mr. Haddish Harefaw 2022/12/19
全国工業化運動プロジェク

ト室アシスタント

Mr. Tadele Asmare 2022/12/13,19

3 MOFED/
MOF

国務大臣 Dr. Eyob Tekalgn Tolina 2019/5/31, 10/30,  2022/9/14
税務局長 Mr. Mulay Weldu Asegehegn 2019/8/8
税務局チーム･リーダー Mr. Gossa Tefera 2022/9/14

4 MOFA 国務大臣（前駐日エチオピ

ア大使）

Dr. Markos T. Rike 2018/8/30, 12/4

駐日エチオピア大使 Mr. Kassa T. Gebrehiwet 2019-2020年に複数回
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組織 肩書 氏名 面談日

5 EIC 委員長 Mr. Fitsum Arega 2017/2/4,6, 11/7
Mr. Abebe Abebayehu 2019/5/30, 10/30,  2020/2/19
Ms. Lelise Neme 2020/11/11（オンライン）

2022/4/26 
副委員長 Mr. Belachew Firkre 2017/2/4

Mr. Abebe Abebayehu 2017/8/11
Mr. Temesegen Tilahun 2019/5/30, 8/6,  2022/4/20,26
Mr. Anteneh A. Senbeta 2019/8/6
Mr. Daniel Teressa 2022/4/26, 9/15

アドバイザー（顧問） Mr. Bruck Teshome 2019/8/6
2020/2/19（オンライン）

2021/2/12, 11/10（オンライン）

Ms. Edom Woldegiorgis 2019/8/6
Mr. Taffere Tesfachew 2019/10/30, 2020/2/19

2021/11/10（オンライン）

長官補佐 Mr. Ewnetu Hailu Tamane 2020/11/11（オンライン）

労働市場分析部長 Mr. Deresse Fekadu Nigussie 2022 4/18, /9/15, 12/19
2023/1/31（EICワークショップ）

6 PDC→MPD 委員長→大臣 Dr. Fitsum Assefa Adela 2019/10/30
2020/10/12（オンライン）

2022/4/26, 12/13
副委員長 Mr. Getachew 2019/8/8

Dr. Nemera G. Mamo 2020/10/12（オンライン）

国務大臣 Ms. Tirumar Abate 2022/9/16
広報課長 Mr. Tesfaye Abate
課長 Mr. Ksubishtt Kassa
DPGプロジェクトオフィ

サー

Ms. Shalom

開発プロジェクト課長 Mr. Bereket Fesehatsion
テクニカル･アドバイザー Mr. Tsadkan Alemayehu 2022/9/16, 12/17
専門家 Mr. Habtamu Takele 2022/12/17

Mr. Tegere Hailu
Mr. Berhanu Assefa

7 EDRI/PSRC
→PSI

所長 Dr. Makonnen Manyazewal 
(EDRI)

2017/2/1,2, 11/6,10

Dr. Yohannes Ayalew (EDRI) 2018/8/15,17
Mr. Abay Tsehaye (PSRC) 2017/2/7
Dr. Ahmed Abitew 
(PSRC→PSI)

2018 6/6,7, 8/17, 12/1
2019/5/27

Dr. Abalema Addisalem (PSI) 2020/9/14（オンライン） 
Dr. Mekuria Haile (PSI) 2020/10/30（オンライン） 
Prof. Beyene Petros (PSI) 2022/1/27（オンライン/ウェビナー）

2022/4/18, 9/13, 12/15
副所長 Mr. Alebel Dessie 2017/11/9,  2019/10/31,  2022/4/26

Dr. Yohannes Ayalew 複数回

Mr. Teferi Tiyaru 2022/4/26, 9/13
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組織 肩書 氏名 面談日

企画部長 Mr. Gebrehiwot 2017/8/2, 11/6
リード・リサーチャー Dr. Mulu Gebreeyesus 毎回面談、コロナ禍ではオンライ

ンやメールで随時やりとり

（～2020/10）
Dr. Berhe Hailu 
Kidanemariam

毎回面談、コロナ禍ではオンライ

ンやメールで随時やりとり

（～2020/10）
Dr. Kiflu Gedefe Molla 2020年冬～2022/3までオンライン

やメールで随時やりとり

2022/4/18
Dr. Amare Matebu 2022/4/18,26, 9/13,15, 12/12,15,17
Dr. Netsanet Jore 2022/9/13,15

リサーチャー Mr. Dereje Rahnet 2022/9/15, 12/12
Mr. Firomusa Teshale 2022/9/15, 12/12

8 新MIDI 所長 Dr. Milkessa Jagema 2022/9/13,16, 10/14（来日）， 
12/15,19

副所長 Mr. Seleshi Lemma Bekele 2022/ 9/13, 12/15,19
Dr. Hadugu Hailekiros 2022/9/13, 10/14（来日）

9 MIDI→
MTEIRDC 

所長 Mr. Wolkeneh Delelegn 2017/2/3,9, 6/9, 8/8, 11/8
2018/2/13, 6/5, 12/4

局長（副所長）

→所長代理（2019/5）
→所長（2019/8）

Mr. Dereje Asfaw 2018/2/13, 8/13
2019/5/27, 8/7, 10/31
2020/2/18

所長（MTEIRDC） Mr. Asfaw Regessa 2022/4/21,25, 9/16
10 LIDI→

LLPIRDC 
所長 Mr. Wondu Legese 2017/6/6

Mr. Dagnachew Shiferaw
副所長 Mr. Hailekiros Debesay 2017/2/3

11 TIDI→
TGIRDC 

所長 Mr. Seleshi Lemma Bekele 2017/6/7,  2018/8/15,  2020/2/18
Mr. Yared Mesfin 2020/2/18

12 EKI→KEC 所長（EKI） Mr. MekonnenYaie 2017/8/7
副所長（EKI） Mr. Sebrewongel 2017/6/6, 8/3
所長（KEC） Mr. Asnake Gudisa 2022/4/20, 7/6（オンライン），

9/13, 10/14（来日），12/14,15,19
13 DBE 総裁 Dr. Yohannes Ayalew 2022/4/19
14 NBE 副総裁 Mr. Fikadu Digafie 2022/9/12
15 FeSMMIDA 長官 Mr. Asfaw Abebe 2017/2/3

副長官 Mr. Seyoum Woujira
16 IPDC CEO Ms. Lelise Neme 2019/10/31

副CEO Mr. Amare Asgedom
コーディネイター（メケレIP） Mr. Zekarias 2017/8/3（メケレIP視察）

17 CINE 創設者兼会長 Mr. Mulatu Teshome 2022/4/20, 9/14
CEO Mr. Lemma Degafa 2022/4/20, 9/14

‒ 53 ‒
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